
 

1/77 

 

 

 

 

 

武蔵野市排水設備要綱 

（令和４年４月１日要綱第196号） 

 

解説版 

 

 

 

 

 

 

武蔵野市環境部下水道課 

令和６年１月１日 

 



 

2/77 

目    次  

 

 第 １ 章  総 則  

第 １ 条  適 用 範 囲  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ５  

第 ２ 条  用 語 の 定 義  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ６  

第 ３ 条  排 水 設 備 の 種 類  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ８  

第 ４ 条  下 水 の 分 類  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 10  

第 ５ 条  排 除 方 式  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 11  

第 ６ 条  法 令 等 の 遵 守  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 12  

第 ７ 条  排 水 設 備 の 設 置 義 務 者  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 14  

第 ８ 条  武 蔵 野 市 指 定 排 水 設 備 工 事 事 業 者 に よ る 施 工  ・ ・ ・ 14  

第 ９ 条  大 量 排 水 協 議  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 15  

第 10条  設 計 及 び 施 工  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 15  

第 11条  工 事 現 場 の 安 全 管 理  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 16  

第 12条  材 料 及 び 器 具  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 17  

 

 第 ２ 章  手 続  

  第 １ 節  届 出 書 類  

第 13条  排 水 設 備 新 設 等 計 画 届 出 書 の 提 出  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 18  

第 14条  排 水 設 備 新 設 等 完 了 届 出 書 及 び 自 主 検 査 終 了 届 出 書  

    の 提 出  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 20  

第 15条  公 共 ま す 新 設 等 工 事 承 認 申 請 書 及 び 承 認 工 事 申 請 書  

の 提 出  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 20 

第 16条  雨 水 排 水 計 画 届 出 書 の 提 出  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 21  

  第 ２ 節  設 計 図  

第 17条  設 計 図 の 記 載 要 領  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 22  

第 18条  平 面 図 の 作 成  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 24  

第 19条  縦 断 面 図 の 作 成  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 27  



 

3/77 

 第 ３ 章  屋 内 排 水 設 備  

  第 １ 節  一 般 事 項  

第 20条  屋 内 排 水 設 備 の 種 類  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 28  

第 21条  屋 内 排 水 設 備 の 排 水 系 統  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 33  

第 22条  屋 内 排 水 設 備 の 設 置  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 34  

  第 ２ 節  設 計 及 び 施 工  

第 23条  排 水 管 の 設 計 及 び 施 工  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 35  

第 24条  ト ラ ッ プ の 設 計 及 び 施 工  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 36  

第 25条  掃 除 口 の 設 計 及 び 施 工  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 39  

第 26条  ス ト レ ー ナ ー の 設 計 及 び 施 工  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 40  

第 27条  水 洗 便 所 の 設 計 及 び 施 工  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 41  

第 28条  阻 集 器 の 設 計 及 び 施 工  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 42  

第 29条  間 接 排 水 の 設 計 及 び 施 工  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 44  

第 30条  排 水 槽 の 設 計 及 び 施 工  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 45  

第 31条  除 害 施 設 の 設 置  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 45  

第 32条  デ ィ ス ポ ー ザ 及 び デ ィ ス ポ ー ザ 排 水 処 理 シ ス テ ム の  

設 置  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 46 

第 33条  ポ ン プ 施 設 の 設 置  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 47  

第 34条  床 下 集 合 排 水 配 管 シ ス テ ム の 設 置  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 48  

 

 第 ４ 章  屋 外 排 水 設 備  

  第 １ 節  一 般 事 項  

第 35条  屋 外 排 水 設 備 の 設 置  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 50  

  第 ２ 節  設 計  

第 36条  設 計 の 手 順  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 51  

第 37条  事 前 調 査  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 52  

第 38条  測 量 及 び 見 取 図 の 作 成  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 52  

第 39条  配 管 経 路 の 設 定  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 53  



 

4/77 

第 40条  排 水 管 き ょ の 決 定  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 55  

第 41条  ま す 、 小 型 ま す 及 び 掃 除 口 の 決 定  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 59  

第 42条  雨 水 浸 透 施 設 等 の 設 置  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 63  

第 43条  公 共 ま す と の 接 続  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 63  

第 44条  在 来 設 備 と の 接 続  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 64  

第 ３ 節  施 工  

第 45条  排 水 管 の 施 工  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 65  

第 46条  ま す の 施 工  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 67  

第 47条  公 共 ま す と の 接 合  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 68  

第 48条  小 型 ま す の 施 工  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 69  

第 49条  雨 水 浸 透 施 設 等 の 施 工  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 70  

 

 第 ５ 章  私 道 排 水 設 備  

第 50条  排 水 管 の 布 設 方 式  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 71  

第 51条  管 き ょ の 断 面 及 び こ う 配 の 設 計  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 74  

第 52条  施 工 準 備  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 76  

第 53条  私 道 排 水 設 備 の 施 工  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 77  

 



 

5/77 

第 １ 章  総 則  

 

（ 適 用 範 囲 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 武 蔵 野 市 （ 以 下 「 市 」 と い う 。 ） の 区 域 内 に お け る

排 水 設 備 の 設 計 及 び 施 工 に 適 用 す る 。  
 

【解  説 】  

本文 のと おり  
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（ 用 語 の 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 そ れ ぞ れ

当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

( 1 ) 排 水 設 備  下 水 道 法 （ 昭 和 3 3 年 法 律 第 7 9 号 。 以 下 第 ６ 条 第 １ 号 を 除 き

「 法 」 と い う 。 ） 第 10条 第 １ 項 に 規 定 す る 排 水 設 備  

( 2 ) 屋 内 排 水 設 備  汚 水 の 衛 生 器 具 、 ル ー フ ド レ ン 及 び 雨 ど い か ら  

敷 地 内 に 設 置 す る ま す 又 は 排 水 本 管 に 接 続 す る ま で の 汚 水 及 び 雨 水

を 排 除 す る 排 水 管 、 通 気 管 並 び に そ れ ら に 付 属 す る 設 備  

( 3 ) 屋 外 排 水 設 備  屋 外 に 設 置 す る ま す 、 排 水 管 、 雨 水 浸 透 施 設 等 で 、

公 共 ま す 又 は 私 道 排 水 設 備 の ま す に 固 着 す る ま で の 排 水 設 備 （ 屋 内

排 水 設 備 及 び 浄 化 槽 を 除 く 。 ）  

( 4 ) 私 道 排 水 設 備  私 道 （ 道 路 法 （ 昭 和 27 年 法 律 第 1 8 0 号 ） に 規 定 す る 道

路 以 外 の 道 路 を い う 。 ） 内 に 設 置 す る 設 備 で 、 宅 地 内 の 屋 外 排 水 設 備

か ら の 排 水 を 受 け て 、 公 共 下 水 道 に 流 入 さ せ る 役 割 を 持 つ 施 設  

( 5 ) 下 水  法 第 ２ 条 第 １ 号 に 規 定 す る 下 水  

( 6 ) 合 流 式  汚 水 と 雨 水 と を 同 一 管 き ょ 系 統 で 排 除 す る 下 水 の 排 除 方 式  

( 7 ) 分 流 式  汚 水 と 雨 水 と を 別 々 の 管 き ょ 系 統 で 排 除 す る 下 水 の 排 除

方 式  

( 8 ) 地 階  床 が 地 盤 面 下 に あ る 階 で 、 床 面 か ら 地 盤 面 ま で の 高 さ が  

そ の 階 の 天 井 の 高 さ の ３ 分 の １ 以 上 の も の  

( 9 ) デ ィ ス ポ ー ザ  台 所 の 生 ご み を 細 か く 砕 き 、 水 と 一 緒 に 排 水 管 に

流 し 込 む 生 ご み 粉 砕 機  

( 1 0 ) デ ィ ス ポ ー ザ 排 水 処 理 シ ス テ ム  デ ィ ス ポ ー ザ で 破 砕 し た 生 ご み

を 含 む 排 水 を 排 水 処 理 部 で 処 理 し 、 公 共 下 水 道 に 排 除 す る 機 器 の  

総 体  

( 1 1 ) 阻 集 器  排 水 中 に 含 ま れ る 有 害 及 び 危 険 な 物 質 、 好 ま し く な い 物

質 等 の 流 下 を 阻 止 、 分 離 及 び 収 集 し て 、 残 り の 水 の み を 公 共 下 水 道

に 排 水 す る 形 状 及 び 構 造 を も っ た 器 具 又 は 装 置  

( 1 2 ) 間 接 排 水  大 気 中 で 一 度 配 管 を 切 り 離 し 、 所 要 の 排 水 口 空 間 を と

っ て 、 排 水 管 に 直 結 し て い る 水 受 け 容 器 等 に 排 水 す る こ と  

( 1 3 ) 床 下 集 合 排 水 配 管 シ ス テ ム  水 洗 便 所 、 台 所 、 浴 室 等 の 汚 水 排 水

箇 所 か ら の 排 水 管 を 集 約 す る た め に 床 下 に 設 置 さ れ る 器 具  
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( 1 4 )  雨 水 浸 透 施 設 等  武 蔵 野 市 雨 水 の 地 下 へ の 浸 透 及 び 有 効 利 用 の  

推 進 に 関 す る 条 例 （ 令 和 ２ 年 ３ 月 武 蔵 野 市 条 例 第 1 0 号 。 以 下 第 ６ 条 第 ９

号 を 除 き 「 雨 水 利 活 用 条 例 」 と い う 。 ） 第 ３ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 雨 水

浸 透 施 設 等  

 

【解  説 】  

本文 のと おり  
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（ 排 水 設 備 の 種 類 ）  

第 ３ 条  排 水 設 備 の 種 類 は 、 次 の と お り と す る 。  

( 1 ) 屋 内 排 水 設 備  

( 2 ) 屋 外 排 水 設 備  

( 3 ) 私 道 排 水 設 備  

 

【解  説 】  

排水 設備 は以下 の 図のよう に 分け ら れ る。  

屋 内 排 水 設 備 の 詳 細 に つ い て は 第 ３ 章 、 屋 外 排 水 設 備 の 詳 細 に つ い て

は 第 ４ 章 、 私 道 排 水 設 備 の 詳 細 に つ い て は 第 ５ 章 を そ れ ぞ れ 参 照 す る こ

と。  

 

 

 

図 １ － １  排 水 設 備 の 種 類  

 

   

図 １ － ２  排 水 設 備 図 解 （ 合 流 式 の 場 合 ）  

出 展 ： 東 京 都 排 水 設 備 要 綱 （ 令 和 ２ 年 ３ 月 ）  

排水設備

宅内排水設備

(1) 屋内排水設備

(2) 屋外排水設備

(3) 私道排水設備
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図 １ － ３  排 水 設 備 図 解 （ 分 流 式 の 場 合 ）  

出 展 ： 下 水 道 排 水 設 備 指 針 と 解 説 -20 16年 版 -（ 日 本 下 水 道 局 協 会 ）  
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（ 下 水 の 分 類 ）  

第 ４ 条  下 水 の 分 類 は 、 次 の と お り と す る 。  

(1) 汚 水  

ア  水 洗 便 所 の 排 水  

イ  台 所 、 風 呂 、 洗 面 所 及 び 洗 濯 場 の 排 水  

ウ  屋 外 洗 い 場 等 の 排 水  

エ  冷 却 水  

オ  プ ー ル 排 水  

カ  地 下 構 造 物 か ら の 湧 水  

キ  工 場 及 び 事 業 場 の 生 産 活 動 に よ り 生 じ た 排 水  

ク  給 湯 器 、 エ ア コ ン 室 外 機 等 の ド レ ン 排 水  

ケ  ア か ら ク ま で に 掲 げ る 水 及 び 雨 水 以 外 の 排 水  

( 2 ) 雨 水  

ア  雨 水  

イ  地 下 水  

ウ  地 表 面 に 流 れ 出 て く る 湧 水  

エ  雪 解 け 水  

オ  ア か ら エ ま で に 掲 げ る 水 以 外 の 自 然 水  

 

【解  説 】  

本文 のと おり  
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（ 排 除 方 式 ）  

第 ５ 条  排 水 設 備 の 排 除 方 式 は 、 公 共 下 水 道 の 排 除 方 式 に 合 わ せ る も の

と す る 。  

２  排 水 は 、 原 則 と し て 自 然 流 下 方 式 に よ る こ と と す る 。  

 

【解  説 】  

第 ５条 第 １項解 説  

武 蔵 野 市 内 に は 、 第 ２ 条 第 ６ 項 に 定 義 す る 合 流 式 （ 汚 水 と 雨 水 と を 同

一 管 き ょ 系 統 で 排 除 す る 下 水 の 排 除 方 式 ） を 採 用 し て い る 武 蔵 野 第 一 、

第 二 処 理 区 と 、 同 条 第 ７ 項 に 定 義 す る 分 流 式 （ 汚 水 と 雨 水 と を 別 々 の 管

き ょ で 排 除 す る 下 水 の 排 除 方 式 ） を 採 用 し て い る 武 蔵 野 第 三 処 理 区 が あ

る 。 市 役 所 下 水 道 課 の 窓 口 も し く は ホ ー ム ペ ー ジ で 下 水 道 台 帳 図 を 確 認

し、公共 下水道 の 排除方式 に従 っ て 設計 、施 工 しな け れ ば な ら な い 。  
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（ 法 令 等 の 遵 守 ）  

第 ６ 条  排 水 設 備 の 設 計 者 （ 以 下 「 設 計 者 」 と い う 。 ） 及 び 排 水 設 備 の 施

工 者 （ 以 下 「 施 工 者 」 と い う 。 ） は 、 排 水 設 備 の 設 置 に あ た り 、 次 に 掲

げ る 関 係 法 規 等 を 遵 守 し 、 適 正 に 設 計 及 び 施 工 し な け れ ば な ら な い 。  

( 1 ) 下 水 道 法  

( 2 ) 下 水 道 法 施 行 令 （ 昭 和 3 4 年 政 令 第 1 4 7 号 。 以 下 「 令 」 と い う 。 ）  

( 3 ) 下 水 道 法 施 行 規 則 （ 昭 和 4 2 年 建 設 省 令 第 3 7 号 ）  

( 4 ) 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第 2 01 号 ）  

( 5 ) 建 築 基 準 法 施 行 令 （ 昭 和 2 5 年 政 令 第 33 8 号 ）  

( 6 ) 武 蔵 野 市 下 水 道 条 例 （ 平 成 ８ 年 ９ 月 武 蔵 野 市 条 例 第 3 4 号 。 以 下 「 条 例 」

と い う 。 ）  

( 7 ) 武 蔵 野 市 下 水 道 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 ９ 年 ３ 月 武 蔵 野 市 規 則 第 18 号 。 以

下 「 規 則 」 と い う 。 ）  

( 8 ) 武 蔵 野 市 指 定 排 水 設 備 工 事 事 業 者 規 則 （ 平 成 1 3 年 ３ 月 武 蔵 野 市 規 則

第 1 4 号 ）  

( 9 ) 武 蔵 野 市 雨 水 の 地 下 へ の 浸 透 及 び 有 効 利 用 の 推 進 に 関 す る 条 例  

(10) 武 蔵 野 市 雨 水 の 地 下 へ の 浸 透 及 び 有 効 利 用 の 推 進 に 関 す る 条 例 施

行 規 則 （ 平 成 2 4 年 8 月 武 蔵 野 市 規 則 第 5 6 号 。 以 下 「 雨 水 利 活 用 条 例 施 行 規

則 」 と い う 。 ）  

(11) 武 蔵 野 市 雨 水 浸 透 施 設 等 設 置 技 術 指 針 （ 令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日 施 行 ）  

(12) 武 蔵 野 市 公 共 下 水 道 の 施 設 に 関 す る 技 術 基 準 （ 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 施

行 ）  

(13) 公 共 ま す 設 置 事 務 要 綱 （ 平 成 ９ 年 ４ 月 １ 日 施 行 ）  

(14) 承 認 工 事 及 び 承 認 維 持 事 務 要 綱 （ 平 成 ９ 年 ４ 月 １ 日 施 行 ）  

(15) 武 蔵 野 市 デ ィ ス ポ ー ザ 排 水 処 理 シ ス テ ム 取 扱 要 綱 （ 平 成 2 0 年 ４ 月 １

日 施 行 ）  

(16) そ の 他 関 係 法 規  

 

【解  説 】  

第 ６条 第 16号解 説  

その 他関 係法規  

・給 排水 設備技 術 基準（日 本建築 セ ンター）  

・ 建 築 物 に お け る 排 水 槽 等 の 構 造 、 維 持 管 理 に 関 す る 指 導 要 綱 （ 昭

和 61年６月 25日付 61清環産 第 77号 /東 京都）  
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・環 境基 本法（ 平 成 5年法律 第 91号）  

・廃 棄物 の処理 及 び清掃に 関する 法 律（昭和 45年 法 律 第 137号 ）  

・道 路法 （昭和 27年法律第 180号）  

・道 路交 通法（ 昭 和 35年法 律第 105号）  

こ の 他 に も 関 係 す る 法 規 、 基 準 等 を 遵 守 し 、 適 正 に 設 計 及 び 施 工

すること 。  
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（ 排 水 設 備 の 設 置 義 務 者 ）  

第 ７ 条  公 共 下 水 道 の 供 用 が 開 始 さ れ た 場 合 、 次 に 掲 げ る 排 水 設 備 の 設

置 義 務 者 は 、 法 第 1 0 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 遅 滞 な く 排 水 設 備 を 設 置

し な け れ ば な ら な い 。  

( 1 ) 建 築 物 の 敷 地 で あ る 土 地 の 場 合 は 、 そ の 建 築 物 の 所 有 者  

( 2 ) 建 築 物 の 敷 地 で な い 土 地 の 場 合 は 、 そ の 土 地 の 所 有 者  

( 3 ) 公 共 施 設 の 敷 地 で あ る 土 地 の 場 合 は 、 そ の 公 共 施 設 を 管 理 す べ き  

  者  

 

【解  説 】  

本文 のと おり  

 

 

 

 

 

 

 

（ 武 蔵 野 市 指 定 排 水 設 備 工 事 事 業 者 に よ る 施 工 ）  

第 ８ 条  施 工 者 は 、 条 例 第 ７ 条 第 １ 項 の 市 ⾧ の 指 定 を 受 け た 武 蔵 野 市

指 定 排 水 設 備 工 事 事 業 者 で な け れ ば な ら な い 。  

 

【解  説 】  

排 水 設 備 は 、 法 令 及 び 本 要 綱 等 に 基 づ き 適 正 に 設 置 さ れ な い と 、 使 用

者 の 快 適 な 生 活 に 直 接 影 響 を 及 ぼ し 、 公 共 下 水 道 も 十 分 な 効 果 を 発 揮 で

き ず 、 施 設 に 損 傷 を 与 え る 恐 れ が あ る こ と か ら 、 排 水 設 備 責 任 技 術 者 が

専 属 す る 武 蔵 野 市 指 定 排 水 設 備 工 事 事 業 者 で の 施 工 が 義 務 付 け ら れ て い

る 。 武 蔵 野 市 指 定 排 水 設 備 工 事 事 業 者 の 指 定 の 申 請 方 法 及 び 指 定 の 基 準

等 に つ い て は 、 武 蔵 野 市 下 水 道 条 例 （ 平 成 ８ 年 ９ 月 武 蔵 野 市 条 例 第 34号 ）

及 び 武 蔵 野 市 指 定 排 水 設 備 工 事 事 業 者 規 則 （ 平 成 13年 ３ 月 武 蔵 野 市 規 則

第 14号） を参照 す ること。  
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（ 大 量 排 水 協 議 ）  

第 ９ 条  次 に 掲 げ る 条 件 に 該 当 す る 建 築 物 等 を 新 築 し 、 又 は 増 築 す る 場

合 に は 、 建 築 主 等 は 、 事 前 に 排 出 汚 水 量 、 排 水 位 置 及 び 放 流 時 間 帯 等

の 調 整 、 排 水 調 整 槽 の 必 要 性 等 に つ い て 、 市 と 協 議 を 行 わ な け れ ば な

ら な い 。  

( 1 ) 日 排 出 量  50㎥ 以 上  

( 2 ) 敷 地 面 積  1 ,000㎡ 以 上  

( 3 ) 延 床 面 積  3 ,000㎡ 以 上  

 

【解  説 】  

(1)～ (3)に 該 当 す る 場 合 は 、 東 京 都 の 大 量 排 水 協 議 マ ニ ュ ア ル に 則 り 、

日 最 大 汚 水 量 及 び 取 付 管 能 力 の 検 証 を 行 う こ と 。 な お 、 プ ー ル の 排 水 等 、

１ 日 で も ５ ０ ㎥ ／ 日 以 上 の 排 水 が 見 込 ま れ る 場 合 に つ い て も 協 議 が 必 要

となる。  

参考：東 京都大 量 排水協議 マニ ュ ア ル  

https://www.gesui.metro.tokyo.lg.jp/topics/pdf/manual.pdf 

 

 

 

（ 設 計 及 び 施 工 ）  

第 10 条  設 計 者 及 び 施 工 者 は 、 排 水 設 備 の 設 計 及 び 施 工 に あ た り 、 排 水

設 備 が そ の 機 能 を 完 全 に 発 揮 し 、 か つ 、 公 共 下 水 道 の 機 能 を 妨 げ 、 又

は 損 傷 さ せ る こ と の な い よ う 確 実 に 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

２  施 工 者 は 、 出 来 形 及 び 品 質 が 平 面 図 及 び 縦 断 面 図 等 （ 以 下 「 設 計 図 」

と い う 。 ） に 適 合 す る よ う 十 分 な 施 工 管 理 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

 

【解  説 】  

本文 のと おり  
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（ 工 事 現 場 の 安 全 管 理 ）  

第 11 条  施 工 者 は 、 排 水 設 備 の 施 工 に あ た り 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 遵 守 し

な け れ ば な ら な い 。  

( 1 ) 騒 音 、 振 動 、 公 共 用 水 域 の 水 質 汚 濁 等 の 公 害 防 止 に 適 切 な 措 置 を

講 ず る こ と 。  

( 2 ) 安 全 管 理 に 必 要 な 措 置 を 講 じ 、 工 事 関 係 者 又 は 第 三 者 に 被 害 を 及

ぼ さ な い よ う 事 故 の 発 生 防 止 に 努 め る こ と 。  

( 3 ) 工 事 中 は 、 火 気 に 十 分 注 意 し 、 火 災 の 発 生 防 止 に 努 め る こ と 。  

( 4 ) 工 事 中 に 事 故 が 発 生 し た 場 合 は 、 直 ち に 施 設 の 管 理 者 及 び 関 係 官

公 署 に 連 絡 す る と と も に 、 速 や か に 応 急 措 置 を 講 じ て 被 害 を 最 小 限

度 に と ど め る こ と 。  

( 5 ) 工 事 に 伴 い 、 障 害 と な る 物 の 取 扱 い 及 び 処 置 に つ い て は 、 関 係 者

と 協 議 す る こ と 。  

( 6 ) 工 事 完 了 後 は 、 速 や か に 仮 設 物 を 撤 去 し 、 清 掃 及 び 後 片 付 け を 行

う こ と 。  

 

【解  説 】  

本文 のと おり  
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（ 材 料 及 び 器 具 ）  

第 12 条  設 計 者 及 び 施 工 者 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 に 基 づ き 排 水 設 備 に 使 用

す る 材 料 及 び 器 具 を 選 定 し な け れ ば な ら な い 。  

( 1 ) 水 質 、 水 温 、 水 圧 等 の 使 用 条 件 及 び 設 置 場 所 の 環 境 条 件 に 対 し 、

材 質 変 化 及 び 強 度 が 十 分 あ り 、 ⾧ 期 の 使 用 に 耐 え る も の で あ る こ と 。  

( 2 ) 管 理 及 び 操 作 が 容 易 で あ り 、 か つ 、 故 障 等 に よ る 交 換 部 品 の 調 達

が 容 易 で あ る こ と 。  

( 3 ) 原 則 と し て 次 の 規 格 品 を 用 い る こ と 。  

ア  日 本 産 業 規 格 （ Ｊ Ｉ Ｓ ）  

イ  日 本 農 林 規 格 （ Ｊ Ａ Ｓ ）  

ウ  日 本 下 水 道 協 会 規 格 （ Ｊ Ｓ Ｗ Ａ Ｓ ）  

エ  日 本 水 道 協 会 規 格 （ Ｊ Ｗ Ｗ Ａ ）  

オ  空 気 調 和 ・ 衛 生 工 学 会 規 格 （ Ｓ Ｈ Ａ Ｓ Ｅ ʷ Ｓ ）  

カ  そ の 他 の 規 格 、 標 準 及 び 仕 様 書  

 

【解  説 】  

第 12条 第１号解 説  

一 度 使 用 し た 材 料 又 は 器 具 を 再 利 用 す る 場 合 は 、 材 質 や 強 度 そ の 他 に

ついて機 能及び 維 持管理に 支障 が な いこ とを 確 認す る こ と 。  

第 12条 第３号解 説  

規 格 の な い も の に つ い て は 、 形 状 ・ 品 質 ・ 耐 久 性 及 び 強 度 等 が 十 分 使

用目的に 合うこ と を調査、 確認 の う え選 定す る こと 。  

 



 

18/77 

第 ２ 章  手 続  

第 １ 節  届 出 書 類  

（ 排 水 設 備 新 設 等 計 画 届 出 書 の 提 出 ）  

第 13 条  排 水 設 備 の 新 設 等 を し よ う と す る 者 （ 以 下 「 設 置 者 」 と い う 。 ）

は 、 工 事 着 工 の ７ 日 前 ま で に 、 条 例 第 ５ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 規 則

第 ４ 条 第 １ 項 の 排 水 設 備 新 設 等 計 画 届 出 書 （ 以 下 「 計 画 届 」 と い う 。 ）

を 市 ⾧ に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  計 画 届 に は 、 規 則 第 ４ 条 第 １ 項 各 号 に 掲 げ る 書 類 を 添 付 し な け れ ば

な ら な い 。  

３  そ の 他 計 画 届 の 提 出 に 関 す る こ と は 、 次 に 掲 げ る と お り と す る 。  

( 1 ) 排 水 設 備 の 設 置 に 関 し 、 利 害 関 係 人 が あ る 場 合 は 、 利 用 条 件 等 の

問 題 を 解 決 し て か ら 届 け 出 る こ と 。  

( 2 ) 排 水 設 備 を 共 同 で 使 用 す る 場 合 は 、 代 表 者 を 定 め 、 代 表 者 名 で 届

け 出 る こ と 。  

( 3 ) 設 置 者 以 外 の 者 の 宅 地 内 に 排 水 設 備 を 設 置 す る 場 合 又 は 設 置 者 以

外 の 者 の 排 水 設 備 に 接 続 す る 場 合 は 、 市 の 指 示 に 従 い 必 要 な 書 類 を

添 付 す る こ と 。  

( 4 ) 排 水 設 備 の 設 置 に 際 し 、 関 連 す る 届 出 が 必 要 な 場 合 は 、 別 途 必 要

な 手 続 を 取 る こ と 。  

( 5 ) 届 け 出 た 計 画 を 変 更 す る 場 合 は 、 工 事 に 着 工 す る ７ 日 前 ま で に 規

則 第 ４ 条 第 ３ 項 の 排 水 設 備 新 設 等 計 画 変 更 中 止 届 出 書 を 市 ⾧ に 提 出

す る こ と 。  

( 6 ) 届 け 出 た 計 画 を 中 止 す る 場 合 は 、 中 止 の 決 定 後 速 や か に 排 水 設 備

新 設 等 計 画 変 更 中 止 届 出 書 を 市 ⾧ に 提 出 す る こ と 。  

( 7 ) 計 画 届 に は 全 て の 階 の 平 面 図 を 添 付 す る こ と 。 た だ し 、 ３ 階 以 上

の 建 築 物 に お い て 階 ご と の 配 管 計 画 が 同 一 で あ る 場 合 は 、 そ の 代 表

的 な 階 の 平 面 図 と す る こ と が で き る 。  

( 8 ) 市 が 特 に 指 示 す る 場 合 に は 、 縦 断 面 図 を 添 付 す る こ と 。  

( 9 ) 地 階 の 排 水 槽 及 び 排 水 ポ ン プ は 平 面 図 及 び 構 造 図 、 阻 集 器 は 断 面

図 及 び 選 定 根 拠 （ 有 効 容 量 の 算 定 根 拠 を 含 む 。 ） 、 雨 水 貯 留 槽 等 は 平 面

図 及 び 断 面 図 を 添 付 す る こ と 。  
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(10) 設 計 図 の 記 入 方 法 は 第 ２ 節 に 従 う こ と 。  

 

【解  説 】  

第 13条 第３項第 ４ 号解説  

排水 設備 の設置 に 際し、関 連 する 届 出 には 、  

・ 本 要 綱 第 14条 （ 排 水 設 備 新 設 等 完 了 届 出 書 及 び 自 主 検 査 終 了 届 出

書 ） 、 15条 （ 公 共 ま す 新 設 等 工 事 承 認 申 請 書 及 び 承 認 工 事 申 請

書）、 16条（雨 水 排水計画 届出書 ） に掲げる も の  

・特 定施 設、除 害 施設に関 する届 出  

・デ ィス ポーザ 排 水処理シ ステム に 関する届 出  

・雨 水浸 透施設 助 成金交付 申請  

等 がある 。  
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（ 排 水 設 備 新 設 等 完 了 届 出 書 及 び 自 主 検 査 終 了 届 出 書 の 提 出 ）  

第 14 条  施 工 者 は 、 排 水 設 備 の 新 設 等 の 工 事 が 完 了 し た と き は 、 規 則 第

８ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 排 水 設 備 の 工 事 が 完 了 し た 日 か ら ５ 日 以 内

に 、 同 項 の 排 水 設 備 新 設 等 完 了 （ 兼 公 共 下 水 道 使 用 開 始 ・ 廃 止 ・ 休

止 ・ 再 開 ） 届 出 書 及 び 自 主 検 査 終 了 届 出 書 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  排 水 設 備 新 設 等 完 了 届 出 書 に は 、 規 則 第 ４ 条 第 １ 項 各 号 及 び 第 ８ 条

第 １ 項 各 号 に 掲 げ る 書 類 を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。  

 

【解  説 】  

本文 のと おり  

 

 

 

 

 

 

（ 公 共 ま す 新 設 等 工 事 承 認 申 請 書 及 び 承 認 工 事 申 請 書 の 提 出 ）  

第 15 条  設 置 者 は 、 排 水 設 備 の 設 置 に 際 し 、 公 共 ま す の 工 事 が 必 要 な 場

合 は 、 規 則 第 27 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 計 画 届 と 同 時 に 公 共 ま す 新 設 等

工 事 承 認 申 請 書 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  そ の 他 公 共 ま す の 設 置 に 関 す る こ と は 、 公 共 ま す 設 置 事 務 要 綱 に よ

る こ と と す る 。  

３  公 共 下 水 道 管 理 者 以 外 の 者 が 、 公 共 下 水 道 の 施 設 に 関 す る 工 事 を 行

う 場 合 は 、 承 認 工 事 及 び 承 認 維 持 事 務 要 綱 に 基 づ き 手 続 を 行 う こ と と

す る 。  

 

【解  説 】  

本文 のと おり  
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（ 雨 水 排 水 計 画 届 出 書 の 提 出 ）  

第 16 条  設 置 者 は 、 雨 水 利 活 用 条 例 第 ７ 条 に 該 当 す る 場 合 は 、 雨 水 利 活

用 条 例 及 び 雨 水 利 活 用 条 例 施 行 規 則 の 定 め る と こ ろ に よ り 手 続 を 行 わ

な け れ ば な ら な い 。  

 

【解  説 】  

建 築 等 を し よ う と す る 者 は 、 雨 水 利 活 用 条 例 施 行 規 則 第 ３ 条 に 掲 げ る

書 類 及 び 図 面 を 添 付 し 、 建 築 確 認 申 請 後 す み や か に 雨 水 排 水 計 画 届 出 書

の 提 出を 行うこ と 。  

な お 、 排 水 設 備 新 設 等 計 画 届 出 書 の 提 出 ま で に 雨 水 排 水 計 画 届 出 書 の

提 出 を し て い な い 場 合 は 、 排 水 設 備 新 設 等 計 画 届 出 書 の 提 出 を も っ て 、

雨 水 排水 計画の 届 出を行う こと 。  
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第 ２ 節  設 計 図  

（ 設 計 図 の 記 載 要 領 ）  

第 17 条  設 計 者 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 に 基 づ き 設 計 図 を 作 成 し な け れ ば な

ら な い 。  

( 1 ) 設 計 図 に は 、 方 位 、 縮 尺 、 設 置 場 所 、 届 出 者 名 及 び 施 工 者 名 を 明

記 す る こ と 。  

( 2 ) 設 計 図 の 記 入 数 値 及 び 単 位 は 、 別 表 第 １ の と お り と す る こ と 。  

( 3 ) 設 計 図 に 記 入 す る 記 号 は 、 別 表 第 ２ の と お り と す る こ と 。  

 

【解  説 】  

第 17条 第２号解 説  

各記 入の 数値の 直 近下位の 端 数は 四 捨 五入 す る。  

管 き ょ の こ う 配 は 、 小 数 点 以 下 が ０ の 場 合 は 小 数 点 以 下 を 省 略 で き る 。  

 記入例  2.0／ 100 →  2／ 100 

 

別表 第１  

種 別  単 位  記 入 数 値  記 載 例  

管 長  ｍ 小 数 点 以 下 第 １位 まで 7 .8  

人 孔 、ます、Ｌ形 側 溝 形 状  ㎝ ―  45  

管 きょ形 状  ㎜ ―  125  

管 きょのこう配  ―  小 数 点 以 下 第 １位 まで 1. 5／100  

掃 除 口 の形 状  ㎜ ―  75  

ます、人 孔 深  ㎝ ―  43  

土 被 り ｍ 小 数 点 以 下 第 ２位 まで 0.85  

地 盤 高  ｍ 小 数 点 以 下 第 ２位 まで 10 .26  

管 底 高  ｍ 小 数 点 以 下 第 ３位 まで 8. 641  

道 路 幅 員  ｍ 小 数 点 以 下 第 １位 まで 2 .3  
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第 17条 第３号解 説  

別表 第２  
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（ 平 面 図 の 作 成 ）  

第 18 条  設 計 者 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 に 基 づ き 平 面 図 を 作 成 し な け れ ば な

ら な い 。  

( 1 ) 平 面 図 の 縮 尺 は 1 00分 の １ 以 上 と す る こ と 。 た だ し 、 広 大 な 敷 地 を

有 す る も の に つ い て は 、 必 要 に 応 じ て 図 面 の 縮 尺 を 変 え る こ と が で

き る 。  

( 2 ) ま す 番 号 は 、 公 共 ま す よ り 最 ⾧ 延 ⾧ の 位 置 に 設 置 す る 起 点 ま す を

「 Ｎ Ｏ . １ 」 と し 、 下 流 側 に 向 か っ て 順 に 通 し 番 号 と す る こ と 。 た だ

し 、 分 流 式 の 場 合 は 、 汚 水 系 統 の 起 点 ま す か ら 順 に 番 号 を 付 し 、 雨

水 系 統 の 起 点 ま す は 汚 水 系 統 か ら の 通 し 番 号 と す る 。  

( 3 ) 大 規 模 集 合 住 宅 の 場 合 は 、 全 体 平 面 図 及 び 各 棟 の １ 階 平 面 図 を 提

出 す る こ と 。  

( 4 ) 在 来 設 備 の 調 査 を 行 い 、 次 の と お り 記 入 す る こ と 。  

ア  市 が 必 要 と 認 め た 場 合 は 、 在 来 設 備 を 記 入 す る 。  

イ  在 来 設 備 に 接 続 す る 場 合 は 、 既 設 に 取 り 付 け る 部 分 ま で 新 設 と

し 、 他 の 部 分 は 既 設 で 記 入 す る 。  

ウ  浄 化 槽 切 り 替 え 工 事 の 場 合 は 、 工 事 施 工 部 分 及 び 便 器 は 新 設 で

記 入 し 、 他 の 部 分 は 既 設 で 記 入 す る 。  

エ  既 設 ま す に イ ン バ ー ト を 設 置 す る 場 合 に は 、 そ の 箇 所 を 新 設 と

し 「 イ ン バ ー ト 設 置 」 と 記 入 す る 。  

オ  既 設 ま す に 泥 溜 め を 設 置 し た 場 合 に は 、 そ の 箇 所 を 新 設 と し て

記 入 す る 。  

 

【解  説 】  

一般的 な 平面図 作 成例を次 に 示す 。  
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図２－２ －１  全 体平 面図 作成 例 （ 合 流 式 ）  

 

     

図２－２ －２  全 体平 面図 作成 例 （ 分 流 式 ）  

No.1 15×32

100VU 2.0/100 2.0

No.2 15×39(S=3)

100VU 2.0/100 2.8

No.3 15×48(S=3)

100VU 2.0/100 2.0

No.4 15×52
100VU 2.0/100 2.3

No.5 15×57

100VU 2.0/100 6.6

No.6 15×70(ｈ=29)

100VU 2.0/100 0.5

既設公共汚水桝50×100

No.2 PⅣ浸透桝30×50(20)

100VU 1.0×100 0.5

100VU 1.0×100 2.0

No.1 PⅣ浸透桝30×50(20)

50VU 0.4
50VU 0.6

No.2 15×47 GL+46

No.1 15×46 GL+48

No.10 15×51/105(h=54) GL+2

既設公共汚水桝35×107 GL±0

100VU 1.0/100 1.0

No.5 PⅣ浸透桝30×60(20) GL+3

100VU 4.4/100 0.9

100VU 3.3/100 1.8

No.9 15×56(S=3) GL+13

100VU 3.3/100 0.9

No.14 15×45/74(h=29) GL+37

100VU 2.7/100 3.0

No.10 15×39 GL+39

100VU 2.6/100 4.7

No.9 15×31 GL+43

100VU 3.3/100 2.4

No.7 15×47(S=3) GL+17

No.6 15×37 GL+19

No.5 15×48(S=3) GL+36

No.4 15×45 GL+37

No.3 15×41 GL+37

100VU 3.3/100 0.6

100VU 2.1/100 4.2

100VU 2.1/100 2.9

100VU 3.3/100 0.3

100VU 2.5/100 1.6

100VU 2.7/100 1.1

100VU 2.5/100 1.2

既設公共雨水桝35×80 GL±0

No.4 PⅣ

No.3 PⅣ浸透桝30×50(20) GL+46

No.2 PⅣ浸透桝30×50(20) GL+46

No.1 PⅣ浸透桝30×50(20) GL+46

100VU 1.0/100 1.5
100VU 1.0/100 3.0

100VU 1.0/100 5.0

100VU 1.0/100 4.5

100VU 1.0/100 4.5

100VU 1.0/100 4.0

100VU 1.0/100 5.0

50VU 0.8

50VU 0.9

50VU 0.9

15×35 GL+17

10×35/55(h=20) GL+5

15×41/76(h=35) GL+2

50VU 0.6

No.8 15×48 GL+16

No.4 PⅣ浸透桝30×57(20) GL+15

75VU 0.5

75VU 0.5
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第 18条 第３号解 説  

大規 模集 合住宅 の 平面図作 成 例  

  

図２－２ －３  全 体平 面図  

出 展 ： 東 京 都 排 水 設 備 要 綱 （ 令 和 ２ 年 ３ 月 ）  

 

   

図２－２ －４  各 棟ご との １階 平 面 図  

出 展 ： 東 京 都 排 水 設 備 要 綱 （ 令 和 ２ 年 ３ 月 ）  

  



 

27/77 

（ 縦 断 面 図 の 作 成 ）  

第 19 条  縦 断 面 図 の 縮 尺 は 、 縦 100 分 の １ 、 横 500 分 の １ と す る こ と と す

る 。  

 

【解  説 】  

本文 のと おり  
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第 ３ 章  屋 内 排 水 設 備  

第 １ 節  一 般 事 項  

（ 屋 内 排 水 設 備 の 種 類 ）  

第 20条  屋 内 排 水 設 備 の 主 な 種 類 は 次 の と お り と す る 。  

( 1 ) 排 水 管  

ア  器 具 排 水 管  

イ  排 水 横 枝 管  

ウ  排 水 立 て 管  

エ  排 水 横 主 管  

オ  雨 水 立 て 管  

カ  ル ー フ ド レ ン  

(2) ト ラ ッ プ  

ア  器 具 内 蔵 ト ラ ッ プ  

イ  器 具 付 属 排 水 ト ラ ッ プ  

( ｱ ) 管 ト ラ ッ プ  

( ｲ ) ド ラ ム ト ラ ッ プ  

(ｳ) ベ ル ト ラ ッ プ （ わ ん ト ラ ッ プ ）  

( 3 ) 掃 除 口  

 ( 4 ) ス ト レ ー ナ ー  

 ( 5 ) 水 洗 便 所  

( 6 ) 阻 集 器  

ア  グ リ ー ス 阻 集 器 （ グ リ ー ス ト ラ ッ プ ）  

イ  オ イ ル 阻 集 器  

ウ  砂 阻 集 器  

エ  毛 髪 阻 集 器  

オ  繊 維 く ず 阻 集 器  

カ  プ ラ ス タ 阻 集 器  

( 7 ) 通 気 管  

( 8 ) 排 水 槽  

ア  汚 水 槽  

イ  雑 排 水 槽  

ウ  合 併 槽  

エ  排 水 調 整 槽  
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オ  湧 水 槽  

 ( 9 ) 除 害 施 設  

 (10) デ ィ ス ポ ー ザ 及 び デ ィ ス ポ ー ザ 排 水 処 理 シ ス テ ム  

 (11) ポ ン プ 施 設  

 (12) 床 下 集 合 排 水 配 管 シ ス テ ム  

 

【解  説 】  

第 20条 第１号解 説  

排水 管の 種類の 詳 細は以下 の とお り で ある 。  

     

図３－１ －１  排 水管 の名 称  

出 展 ： 下 水 道 排 水 設 備 指 針 と 解 説 -20 16年 版 -（ 日 本 下 水 道 局 協 会 ）  

 

ア  器 具 排 水 管  衛 生 器 具 に 付 属 又 は 内 蔵 す る ト ラ ッ プ に 接 続 す る

排 水 管 で 、 ト ラ ッ プ か ら 他 の 排 水 管 ま で の 間 の 管

をいう。  

イ  排 水 横 枝 管  １ 個 以 上 の 器 具 排 水 管 か ら の 排 水 を 受 け て 、 排 水

立 て 管 又 は 排 水 横 主 管 に 導 く 排 水 管 （ 水 平 又 は 水

平と 45度 未満 の 角 度で 設け る 管 ） を い う 。  

ウ  排 水 立 て 管  １ 本 以 上 の 排 水 横 枝 管 か ら の 排 水 を 受 け て 、 排 水
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横 主 管 に 導 く 排 水 管 （ 鉛 直 又 は 鉛 直 と 45度 以 内 の

角度で設 ける管 ） をいう。  

エ  排 水 横 主 管  建 物 内 の 排 水 を 集 め て 、 屋 外 排 水 設 備 に 排 除 す る

横管をい う。  

オ  雨 水 立 て 管  主 と し て 屋 根 に 降 っ た 雨 水 を 雨 水 横 主 管 、 屋 外 排

水 管 等 に 導 く た め の 立 て 管 を い う 。 な お 、 雨 水 立

て 管 に は 、 衛 生 器 具 の 器 具 排 水 管 や 各 種 の 通 気 管

を接続し てはな ら ない。  

カ  ルーフドレン 屋 根 面 に 降 っ た 雨 水 を 雨 水 立 て 管 に 導 く た め の 器

具 で あ り 、 土 砂 や ゴ ミ を 取 り 除 く ス ト レ ー ナ ー を

付属する 。  

第 20条 第２号解 説  

ト ラ ッ プ と は 、 封 水 機 能 に よ り 屋 内 排 水 管 又 は 公 共 下 水 道 か ら の ガ ス 、

臭 気 、 衛 生 害 虫 （ ゴ キ ブ リ 等 ） が 衛 生 器 具 を 経 て 室 内 に 侵 入 す る こ と を

防止する ために 設 ける器具 又は 装 置 をい う。  

ア  器具 内蔵ト ラ ップ  

 

 

 

 

 

 

図３－１ －２  器 具内 蔵ト ラッ プ の 例  

出 展 ： 東 京 都 排 水 設 備 要 綱 （ 令 和 ２ 年 ３ 月 ）  

イ  器具 付属排 水 トラップ  

( ｱ)  管トラッ プ  排 水 管を曲げ てトラ ッ プと し て い る 。  

 

 

 

 

 

図３－１ －３  管 トラ ップ の種 類  
出 展 ： 東 京 都 排 水 設 備 要 綱 （ 令 和 ２ 年 ３ 月 ）  
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( ｲ)  ドラムト ラップ  封水部分 が胴状 （ ドラ ム 状 ） を し て い る 。  

           

図３－１ －４  ド ラム トラ ップ の 例  

出 展 ： 東 京 都 排 水 設 備 要 綱 （ 令 和 ２ 年 ３ 月 ）  

( ｳ)  ベルトラ ップ、 わ んト ラッ プ  

ベ ル 状 （ わ ん 状 ） の 部 分 を 組 み 合 わ せ て 封 水 を 形 成 し て い る 。  

            

図３－１ －５  ベ ルト ラッ プの 例  

出 展 ： 東 京 都 排 水 設 備 要 綱 （ 令 和 ２ 年 ３ 月 ）  

第 20条 第６号解 説  

主な阻 集 器の種 類 は以下に 示す 。  

※詳細 図 は東京 都 排水設備 要綱 を 参 照す るこ と 。  

①  グリ ース阻 集 器  

営 業 用 調 理 場 等 （ 住 宅 は 除 く 。 ） か ら の 油 脂 分 が 含 ま れ て い る

汚水を排 水する 場 合に設置 する。  

飲 食 店 等 の 店 舗 に あ っ て は 、 必 ず グ リ ー ス 阻 集 器 の 設 置 で き る

スペース を確保 す ること。  

②  オイ ル阻集 器  

駐 車 場 、 洗 車 場 、 給 油 場 及 び 修 理 工 場 等 、 ガ ソ リ ン 及 び 油 類 が

排水管に 流入す る おそれの ある施 設 に設置す る 。  

③  砂阻 集器  

土 砂 及 び セ メ ン ト 類 が 排 水 管 に 流 入 す る お そ れ の あ る 施 設 に 設

置する。  

④  毛髪 阻集器  

理 容 所 、 美 容 所 等 の 洗 面 及 び 洗 髪 器 か ら の 毛 髪 等 が 排 水 管 に 流
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入するお それが あ る場合に 設置す る 。  

⑤  繊維 くず阻 集 器  

ク リ ー ニ ン グ 所 等 、 排 水 中 に 糸 く ず 、 布 く ず 、 ボ タ ン 等 が 排 水

管に流入 するお そ れのある 場合に 設 置する。  

⑥  プラ スタ阻 集 器  

外 科 医 院 、 歯 科 医 院 等 、 プ ラ ス タ 、 貴 金 属 、 美 容 用 粘 土 等 の 不

溶性物質 が排水 管 に流入す るおそ れ がある施 設 に 設 置 す る 。  

第 20条 第７号解 説  

通 気 の 方 式 に は 、 各 個 通 気 方 式 、 ル ー プ 通 気 方 式 、 伸 頂 通 気 方 式 等 が

ある。  

第 20条 第８号解 説  

排水 槽の 種類は 以 下のとお り とす る 。  

ア  汚 水 槽 し尿を含 む 排水を貯 留する 槽 を い う 。  

イ  雑 排 水 槽 厨 房 そ の 他 の 施 設 か ら 排 除 さ れ る し 尿 を 含 ま な い

排水を貯 留する た めの槽を い う 。  

ウ  合 併 槽 し 尿 及 び 雑 排 水 を 併 せ て 貯 留 す る た め の 槽 を い う 。  

エ  排 水 調 整 槽  当 該 地 域 の 公 共 下 水 道 計 画 汚 水 量 と 排 水 量 の 調 節

を 図 る 目 的 で 、 排 水 を 一 定 時 間 貯 留 し 、 排 水 量 を

調整する ために 設 ける槽を い う 。  

オ  湧 水 槽 湧水を貯 留 するため の槽を い う 。  
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（ 屋 内 排 水 設 備 の 排 水 系 統 ）  

第 21 条  屋 内 排 水 設 備 の 排 水 系 統 は 、 排 水 の 種 類 、 衛 生 器 具 の 種 類 及 び

屋 内 排 水 設 備 の 設 置 位 置 に 合 わ せ て 汚 水 及 び 雨 水 を 明 確 に 分 類 し 、 建

物 外 に 確 実 に 、 円 滑 か つ 速 や か に 排 除 し な け れ ば な ら な い 。  

２  屋 内 排 水 設 備 の 排 水 系 統 は 、 排 水 の 性 状 及 び 排 水 方 式 に よ り 、 次 の

と お り 分 類 す る こ と と す る 。  

( 1 ) 排 水 の 性 状 に よ る 分 類  

ア  汚 水 排 水 系 統  

イ  雑 排 水 系 統  

ウ  雨 水 排 水 系 統  

エ  特 殊 排 水 系 統  

( 2 ) 排 水 方 式 に よ る 分 類  

ア  自 然 流 下 排 水 系 統 （ 重 力 式 ）  

イ  低 位 置 排 水 系 統 （ 機 械 式 ）  

 

【解  説 】  

本文 のと おり  
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（ 屋 内 排 水 設 備 の 設 置 ）  

第 22 条  設 計 者 及 び 施 工 者 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 に 基 づ き 屋 内 排 水 設 備 を

設 置 し な け れ ば な ら な い 。  

( 1 ) 地 震 、 温 度 変 化 、 腐 食 等 で 排 水 管 及 び 通 気 管 に 変 形 又 は 損 傷 が 生

じ な い よ う 、 建 物 構 造 に 合 わ せ て 適 切 な 支 持 、 固 定 、 塗 装 、 防 護 等

の 措 置 を 講 ず る こ と 。  

( 2 ) 屋 内 排 水 設 備 は 、 建 物 の 規 模 及 び 用 途 に 応 じ た 能 力 を 有 し 、 排 水

時 に 異 常 な 流 水 音 及 び 振 動 、 排 水 の 逆 流 、 臭 気 等 が 生 じ な い 構 造 と

す る こ と 。  

( 3 ) 排 水 管 に 直 結 す る 衛 生 器 具 に は 、 適 正 な 構 造 及 び 封 水 強 度 を 有 す

る ト ラ ッ プ を 設 け る こ と 。  

( 4 ) 十 分 に 耐 久 性 の あ る 材 料 を 用 い 、 将 来 の 補 修 及 び 取 替 え に も 配 慮

す る こ と 。  

( 5 ) ト ラ ッ プ の 封 水 保 護 、 排 水 の 円 滑 な 流 下 、 換 気 等 に よ り 、 排 水 系

統 の 機 能 を 完 全 に 発 揮 さ せ る た め 、 必 要 な 位 置 に 通 気 系 統 を 設 け る

こ と 。  

 

【解  説 】  

第 22条 第４号解 説  

排 水 管 、 通 気 管 等 の 設 置 場 所 は 、 床 下 や 壁 体 内 部 と な る こ と が 多 く 、

保 守 点 検 、 補 修 等 が 容 易 で な い た め 、 十 分 に 耐 久 性 の あ る 材 料 を 用 い 、

将来の補 修や取 替 えについ ても 配 慮 する こと 。  
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第 ２ 節  設 計 及 び 施 工  

（ 排 水 管 の 設 計 及 び 施 工 ）  

第 23 条  設 計 者 及 び 施 工 者 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 に 基 づ き 排 水 管 を 設 計 及

び 施 工 し な け れ ば な ら な い 。  

( 1 )  建 物 内 の 排 水 管 は 、 「 給 排 水 設 備 基 準 ・ 同 解 説 （ 日 本 建 築 セ ン タ

ー ） 」 等 に よ り 決 定 す る こ と 。  

( 2 ) 排 水 系 統 は 、 排 水 の 種 類 、 排 水 位 置 の 高 低 等 に 応 じ て 定 め る こ と 。  

( 3 ) 排 水 機 能 に 支 障 と な ら な い 範 囲 で 、 配 管 経 路 は 最 短 と す る こ と 。  

( 4 ) 排 水 管 の 方 向 転 換 は 、 異 形 管 又 は そ の 組 合 せ に よ り 行 い 、 掃 除 口

を 設 置 す る 場 合 を 除 き 、 経 路 が 行 き 止 ま り と な ら な い よ う に す る こ

と 。  

( 5 ) 排 水 枝 管 が 合 流 す る 場 合 は 、 45 度 以 上 の 鋭 角 と し 、 水 平 に 近 い こ

う 配 で 合 流 さ せ る こ と 。  

( 6 ) 排 水 横 主 管 及 び 横 枝 管 に は 、 Ｔ 字 継 手 、 Ｓ Ｔ 継 手 及 び ク ロ ス 継 手

を 使 用 し な い こ と 。  

( 7 ) 排 水 横 主 管 を 排 水 立 て 管 に 接 続 す る 場 合 は 、 排 水 立 て 管 が 45 度 以

上 の 角 度 で 平 行 移 動 す る 部 分 の 上 下 6 0㎝ 以 内 に は 接 続 し な い こ と 。  

( 8 ) 配 管 ス ペ ー ス は 、 施 工 、 保 守 点 検 、 管 の 取 り 付 け 位 置 、 取 替 え 及

び 取 替 え 時 の 仮 配 管 ス ペ ー ス 等 を 考 慮 し て 決 定 す る こ と 。  

( 9 ) 雨 水 排 水 立 て 管 は 、 汚 水 排 水 立 て 管 又 は 通 気 管 と 兼 用 及 び 連 結 し

な い こ と 。  

(10) 建 築 物 の 壁 面 等 を 貫 通 し て 配 管 す る 場 合 は 、 配 管 ス リ ー ブ を 設 け

る 等 、 管 の 損 傷 防 止 に 有 効 な 措 置 を 講 ず る こ と 。  

(11) 排 水 管 自 体 の 伸 縮 等 の 理 由 に よ り 、 排 水 管 が 損 傷 す る お そ れ が あ

る 場 合 は 、 伸 縮 継 手 等 を 設 け 、 損 傷 防 止 の 措 置 を 講 ず る こ と 。  

(12) 排 水 管 を 支 持 及 び 固 定 す る 場 合 は 、 吊 り 金 物 又 は 防 振 ゴ ム を 用 い

る 等 、 振 動 及 び 衝 撃 の 緩 和 の た め の 有 効 な 措 置 を 講 ず る こ と 。  

(13) ベ ラ ン ダ 等 に 水 栓 及 び ド レ ン 排 水 を 有 す る 器 具 を 設 置 す る 場 合 は 、

原 則 、 汚 水 系 統 へ 接 続 さ せ る こ と 。  

 

【解  説 】  

本文 のと おり   
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（ ト ラ ッ プ の 設 計 及 び 施 工 ）  

第 24 条  設 計 者 及 び 施 工 者 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 に 基 づ き ト ラ ッ プ を 設 計

及 び 施 工 し な け れ ば な ら な い 。  

( 1 ) 排 水 管 内 の 臭 気 、 衛 生 害 虫 等 の 侵 入 を 防 止 で き る 構 造 と す る こ と 。  

( 2 ) 汚 水 に 含 ま れ る 汚 物 等 が 付 着 及 び 沈 殿 し な い 構 造 と す る こ と 。  

( 3 ) 封 水 深 は 、 50㎜ 以 上 100 ㎜ 以 下 と し 、 封 水 を 失 い に く い 構 造 と す る

こ と 。  

( 4 ) ト ラ ッ プ の 材 質 は 、 耐 食 性 の も の と し 、 非 吸 水 性 で 表 面 は 滑 ら か

な も の と す る こ と 。  

( 5 ) 器 具 ト ラ ッ プ は 、 封 水 部 の 点 検 が 容 易 で 掃 除 が し や す い も の と す

る こ と 。  

( 6 ) 封 水 部 に 掃 除 口 が あ る 場 合 は 、 適 切 な パ ッ キ ン を 用 い た 水 密 な 構

造 と す る こ と 。  

( 7 ) ト ラ ッ プ は 、 内 部 に 間 仕 切 り 又 は 可 動 部 分 が な く 、 自 浄 作 用 の あ

る も の と す る こ と 。  

( 8 ) Ｕ ト ラ ッ プ は 、 使 用 し な い こ と 。 た だ し 、 屋 内 の 雨 水 排 水 管 （ 雨 水

排 水 立 て 管 を 除 く 。 ） を 汚 水 排 水 系 統 の 排 水 設 備 に 連 結 す る 場 合 は こ

の 限 り で は な い 。  

( 9 ) ト ラ ッ プ は 、 定 め ら れ た 封 水 深 及 び 封 水 面 を 保 つ よ う に 取 り 付 け 、

封 水 の 凍 結 防 止 を 考 慮 す る こ と 。  

(10) 器 具 排 水 口 か ら ト ラ ッ プ ウ ェ ア ま で の 垂 直 距 離 は 、 6 00㎜ を 超 え な

い こ と 。  

(11) 二 重 ト ラ ッ プ を 設 け な い こ と 。  

 

【解  説 】  

・トラッ プ各部 の 構造と掃 除口 付 き トラ ップ の 構造 を 次 に 示 す 。  
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図３－２ －１  ト ラッ プ各 部の 名 称  

出 展 ： 東 京 都 排 水 設 備 要 綱 （ 令 和 ２ 年 ３ 月 ）  

 

       

図３－２ －２  掃 除口 付き トラ ッ プ  

出 展 ： 東 京 都 排 水 設 備 要 綱 （ 令 和 ２ 年 ３ 月 ）  

・ ト ラ ッ プ は 、 取 付 方 法 に よ っ て は ト ラ ッ プ 構 造 に な ら な い お そ れ が あ

るため 注 意する こ と。  

例 1)  ビ ニ ー ル ホ ー ス や 蛇 腹 管 等 を 用 い て 形 成 さ せ た 構 造 の も の で 、

取 り 付 け 方 に よ っ て は ト ラ ッ プ 構 造 と な ら な い 。 ま た 、 流 水 面 が

平 滑 で は な い た め 、 汚 水 自 身 の 流 水 に よ り 排 水 路 を 洗 浄 し 、 汚 水

が 停 滞 し な い 性 能 要 件 を 満 た し て い な い 構 造 で あ る 。 （ 図 ３ － ２

－３参照 ）  

例 2)  排 水 管 と ト ラ ッ プ の 接 続 部 が 密 閉 し て お ら ず 、 ガ ス 、 臭 気 、 衛

生 害 虫 等 の 室 内 へ の 侵 入 を 防 止 で き な い た め 、 排 水 管 と の 接 続 部

分は確実 に密閉 さ せること 。（図 ３ －２－４ 参 照 ）  
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図３－２ －３  ト ラッ プと して は 不 適 切 な 例  

出 展 ： 給 排 水 設 備 技 術 基 準 ・ 同 解 説 2006年 版 （ 日 本 建 築 セ ン タ ー ）  

 

           

図３－２ －４  ト ラッ プが 機能 し な い 例  

出 展 ： 東 京 都 排 水 設 備 要 綱 （ 令 和 ２ 年 ３ 月 ）  
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（ 掃 除 口 の 設 計 及 び 施 工 ）  

第 25 条  設 計 者 及 び 施 工 者 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 に 基 づ き 掃 除 口 を 設 計 及

び 施 工 し な け れ ば な ら な い 。  

( 1 ) 掃 除 口 は 、 次 に 掲 げ る 箇 所 に 設 置 す る こ と 。  

ア  排 水 横 枝 管 及 び 排 水 横 主 管 の 起 点  

イ  延 ⾧ が ⾧ い 排 水 横 枝 管 及 び 排 水 横 主 管 の 途 中  

ウ  排 水 管 が 45度 を 超 え る 角 度 で 方 向 を 変 え る 箇 所  

エ  排 水 立 て 管 の 最 下 部 又 は そ の 付 近  

オ  排 水 横 主 管 と 屋 外 排 水 管 の 接 続 箇 所 に 近 い 所  

カ  ア か ら オ ま で に 掲 げ る 箇 所 以 外 の 必 要 と 思 わ れ る 箇 所  

( 2 ) 掃 除 口 は 、 容 易 に 掃 除 の で き る 位 置 に 設 け る も の と し 、 壁 、 床 、

は り 等 の 掃 除 の 支 障 と な る 障 害 物 か ら 、 原 則 と し て 排 水 管 の 管 径 が

65 ㎜ 以 下 の 場 合 は 300 ㎜ 以 上 、 75 ㎜ 以 上 の 場 合 は 450 ㎜ 以 上 の 空 間 が

確 保 で き る 位 置 と す る こ と 。  

( 3 ) 排 水 横 枝 管 及 び 排 水 横 主 管 に 設 け る 掃 除 口 の 間 隔 は 、 排 水 管 の 管

径 が 100 ㎜ 以 下 の 場 合 は 15 ｍ 以 内 、 100 ㎜ を 超 え る 場 合 は 30 ｍ 以 内 と

す る こ と 。  

( 4 ) 地 中 排 水 管 に 設 け る 掃 除 口 は 、 床 仕 上 げ 面 又 は 地 盤 面 以 上 ま で 配

管 す る こ と 。  

( 5 ) 排 水 立 て 管 の 最 下 部 又 は そ の 付 近 に 設 け る 掃 除 口 で 、 床 下 に 十 分

な 空 間 が な い 場 合 は 、 掃 除 口 を 床 仕 上 げ 面 又 は 最 寄 り の 壁 面 の 外 部

ま で 配 管 す る こ と 。  

( 6 ) 掃 除 口 は 、 排 水 の 流 れ と 直 角 又 は 反 対 に 開 口 す る よ う に 設 け る こ

と 。  

( 7 ) 掃 除 口 の 口 径 は 、 排 水 管 の 管 径 が 1 00㎜ 以 下 の 場 合 は 排 水 管 と 同 一

以 上 と し 、 排 水 管 の 管 径 が 100 ㎜ を 超 え る 場 合 は 100 ㎜ 以 上 と す る こ

と 。  

( 8 ) 掃 除 口 の ふ た は 、 漏 水 が な く 臭 気 が 漏 れ な い 密 閉 式 と す る こ と 。  

 

【解  説 】  

本 文 のと おり  
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（ ス ト レ ー ナ ー の 設 計 及 び 施 工 ）  

第 26 条  設 計 者 及 び 施 工 者 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 に 基 づ き ス ト レ ー ナ ー を

設 計 及 び 施 工 し な け れ ば な ら な い 。  

( 1 ) 浴 場 、 流 し 場 等 の 汚 水 流 出 口 に は 、 固 形 物 の 流 下 を 阻 止 す る た め

に 有 効 な 目 幅 を 持 つ ス ト レ ー ナ ー を 設 け る こ と 。  

( 2 ) ス ト レ ー ナ ー の 開 口 有 効 面 積 は 、 流 出 側 に 接 続 す る 排 水 管 の 断 面

積 以 上 と し 、 床 排 水 口 は 取 り 外 し の で き る 構 造 と す る こ と 。  

 

【解  説 】  

ス ト レー ナーの 例 を次に示 す。  

   

図３－２ －５  ス トレ ーナ ーの 例  

出 展 ： 東 京 都 排 水 設 備 要 綱 （ 令 和 ２ 年 ３ 月 ）  
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（ 水 洗 便 所 の 設 計 及 び 施 工 ) 

第 27 条  設 計 者 及 び 施 工 者 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 に 基 づ き 水 洗 便 所 を 設 計

及 び 施 工 し な け れ ば な ら な い 。  

( 1 ) 水 洗 便 所 は 、 便 器 内 の し 尿 を 公 共 下 水 道 へ 排 除 で き る 十 分 な 水 量

を 流 せ る 機 能 を 有 す る も の と す る こ と 。  

( 2 ) 雑 用 水 及 び 再 生 水 を 洗 浄 水 と し て 用 い る 場 合 は 、 手 洗 い 付 き の 洗

浄 タ ン ク を 使 用 し な い こ と 。  

( 3 ) 温 水 洗 浄 装 置 付 便 座 等 の 洗 浄 装 置 に は 水 道 水 を 使 用 す る こ と 。  

( 4 ) 設 置 す る 大 便 器 、 小 便 器 、 付 属 器 具 等 は 、 用 途 に 適 合 す る 形 式 、

寸 法 、 構 造 及 び 材 質 の も の を 使 用 す る こ と 。  

( 5 ) 節 水 型 便 器 （ 洗 浄 、 排 水 、 水 封 等 の 諸 機 能 を 保 持 し た ま ま 有 効 水 量 を

減 少 さ せ た 便 器 を い う 。 ） の 使 用 を 優 先 す る こ と 。  

 

【解  説 】  

本 文 のと おり  
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（ 阻 集 器 の 設 計 及 び 施 工 ）  

第 28 条  設 計 者 及 び 施 工 者 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 に 基 づ き 阻 集 器 を 設 計 及

び 施 工 し な け れ ば な ら な い 。  

( 1 ) 使 用 目 的 に 適 合 し た 阻 集 器 を 選 定 す る こ と 。  

( 2 ) 施 設 の 規 模 に 見 合 っ た 容 量 及 び 構 造 の 阻 集 器 を 選 定 す る こ と 。  

( 3 ) 容 易 に 維 持 管 理 が で き 、 有 害 物 質 等 が 流 入 す る お そ れ の あ る 箇 所

の で き る だ け 近 く に 設 置 す る こ と 。  

( 4 ) 分 離 を 必 要 と す る も の 以 外 の 汚 水 を 流 入 さ せ な い こ と 。  

( 5 ) 容 易 に 保 守 及 び 点 検 が で き る 構 造 と す る こ と 。  

( 6 ) ふ た 、 底 及 び 周 壁 は 、 不 浸 透 並 び に 耐 食 性 及 び 耐 熱 性 を 有 す る 材

質 と す る こ と 。  

( 7 ) 封 水 機 能 を 有 す る も の と し 、 二 重 ト ラ ッ プ と な ら な い よ う に す る

こ と 。  

( 8 ) ト ラ ッ プ の 封 水 深 は 、 50㎜ 以 上 と す る こ と 。  

( 9 ) 阻 集 器 に 蓄 積 し た ゴ ミ 、 汚 泥 、 廃 油 等 は 定 期 的 に 除 去 す る も の と

し 、 除 去 し た 物 質 の 処 分 は 、 廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律

（ 昭 和 4 5 年 法 律 第 1 3 7 号 ） 等 に よ ら な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 再 利

用 す る 収 集 物 質 に つ い て は 、 こ の 限 り で は な い 。  

(10) オ イ ル 阻 集 器 内 の 揮 発 面 積 は 大 き く と り 、 可 燃 性 ガ ス を 短 時 間 に

揮 発 さ せ 、 火 災 又 は 爆 発 の 危 険 を 防 止 す る こ と 。  

(11) そ の 他 統 一 的 な 技 術 基 準 に つ い て は 、 「 空 気 調 和 ・ 衛 生 工 学 会 規

格 」 に よ る こ と 。  

 

【解  説 】  

阻 集 器 と は 、 公 共 下 水 道 及 び 排 水 設 備 の 機 能 を 著 し く 妨 げ 、 又 は 損 傷

す る お そ れ が あ る 物 質 を 阻 止 ・ 分 離 及 び 収 集 し 、 そ れ ら の 物 質 の 公 共 下

水道への 流下を 防 止 する有 効な構 造 を もっ た 装置を い う 。  

・排水 系 統の機 能 を著しく 妨 げる 物 質  

①  営業用調 理場等 におけ る グ リー ス （ 油脂 ）  

②  生コンク リート 工場等に お ける 土 砂 ・セ メ ン ト  

③  理容所・ 美容所 等におけ る 毛髪 ・ 美 容用 粘 土  

④  クリーニ ング所 等におけ る 糸く ず ・ 布く ず 等  

⑤  外科医院 ・歯科 医院等に お ける プ ラ スタ （ 石 こ う ） 等  
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・ 排水系 統の機 能 を損傷す る物質  

①  自 動 車 の 修 理 加 工 ・ 給 油 ・ 洗 車 な ど を 行 う 施 設 に お け る ガ ソ リ

ン・油等  

②  ドライク リーニ ング施 設 等 にお け る 揮発 性 油 等  
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（ 間 接 排 水 の 設 計 及 び 施 工 ) 

第 29 条  次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 機 器 か ら の 排 水 は 、 間 接 排 水 と

し な け れ ば な ら な い 。  

( 1 ) 冷 蔵 関 係  冷 蔵 庫 、 冷 凍 庫 、 シ ョ ー ケ ー ス 等  

( 2 ) 厨 房 関 係  食 器 洗 浄 機 、 洗 米 機 、 皮 む き 機 、 蒸 し 器 、 製 氷 機 等  

( 3 ) 洗 濯 関 係  洗 濯 機 、 脱 水 機 等  

( 4 ) 水 飲 み 器  水 飲 み 器 、 飲 料 用 冷 水 機 、 給 茶 器 等  

( 5 ) 医 療 ・ 研 究 用 機 器  蒸 留 水 装 置 、 滅 菌 水 装 置 、 滅 菌 機 、 消 毒 器 等  

( 6 ) 配 管 ・ 装 置 の 排 水  貯 水 タ ン ク 等 の オ ー バ ー フ ロ ー 、 給 湯 、 冷 水

器 等 の 水 抜 き 等  

( 7 ) 水 泳 用 プ ー ル  

( 8 ) 蒸 気 系 統 又 は 温 水 系 統 の 排 水  

２  設 計 者 及 び 施 工 者 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 に 基 づ き 間 接 排 水 を 設 計 及 び

施 工 し な け れ ば な ら な い 。  

( 1 )  水 受 け 容 器 は 、 便 所 、 洗 面 所 、 容 易 に 接 近 で き な い 場 所 及 び 換 気

の な い 場 所 を 避 け た 位 置 に 設 置 す る も の と し 、 ト ラ ッ プ を 備 え 、 排

水 が 跳 ね る こ と 又 は 溢 れ る こ と の な い 形 状 、 容 量 及 び 口 径 と す る こ

と 。  

( 2 ) 排 水 口 に は 容 易 に 取 り 外 し の で き る バ ス ケ ッ ト 、 ス ト レ ー ナ ー を

設 け る も の と し 、 手 洗 い 、 洗 面 、 料 理 等 の 目 的 に 使 用 さ れ る 器 具 は

水 受 け 容 器 を 兼 ね な い こ と 。  

 

【解  説 】  

排 水 管 の 詰 ま り な ど 異 常 が 生 じ た 場 合 に 、 汚 水 が 逆 流 し 、 飲 料 水 ・ 食

物 ・ 食 器 等 が 直 接 汚 染 さ れ る こ と を 防 ぐ た め 、 食 物 ・ 食 器 を 取 り 扱 う 機

器 か ら の 排 水 や 、 飲 料 水 を 使 用 す る 機 器 か ら の 排 水 は 、 間 接 排 水 と す る

必 要が あ る。  
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（ 排 水 槽 の 設 計 及 び 施 工 )  

第 30 条  設 計 者 及 び 施 工 者 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 に 基 づ き 排 水 槽 を 設 計 及

び 施 工 し な け れ ば な ら な い 。  

( 1 ) 自 然 流 下 が 可 能 な 排 水 は 、 排 水 槽 と は 別 の 系 統 で 排 水 す る こ と 。  

( 2 ) 排 水 槽 の 構 造 及 び 維 持 管 理 は 、 建 築 物 に お け る 排 水 槽 等 の 構 造 、

維 持 管 理 等 に 関 す る 指 導 要 綱 （ 昭 和 6 1 年 ６ 月 2 5 日 付 け 東 京 都 要 綱 6 1 清

環 産 第 7 7 号 ） を 遵 守 す る こ と 。  

 

【解  説 】  

建 築 物 の 地 階 部 分 の よ う に 、 公 共 下 水 道 よ り 低 い 位 置 に 設 け ら れ た 設

備 か ら の 排 水 は 、 自 然 流 下 に よ っ て 排 除 で き な い た め 、 一 旦 建 築 物 の 最

深 部 に 設 け ら れ た 排 水 槽 （ ビ ル ピ ッ ト ） に 汚 水 を 集 め て 、 排 水 ポ ン プ に

より公共 下水道 に 排除する 。  

な お 、 排 水 槽 は 、 構 造 及 び 維 持 管 理 が 適 切 で な い と 、 槽 内 で 排 水 の 腐

敗 が 進 行 し 悪 臭 成 分 が 生 成 さ れ 、 排 水 が 公 共 下 水 道 等 へ 排 除 さ れ た 際 に

悪 臭 が 雨 水 ま す 等 を 伝 わ っ て 強 烈 な 臭 気 を 発 散 す る た め 、 排 水 槽 を 設 置

す る 場 合 は 臭 気 の 発 生 し な い 適 切 な 構 造 及 び 維 持 管 理 と す る 必 要 が あ る 。  

参 考 ： 下 水 道 法 施 行 令 第 ８ 条 第 11号 「 汚 水 を 一 時 的 に 貯 留 す る 排 水 設 備

に は 、 臭 気 の 発 散 に よ り 生 活 環 境 の 保 全 上 支 障 が 生 じ な い よ う に

するため の措置 が 講ぜられ ている こ と。 」  

 

 

 

（ 除 害 施 設 の 設 置 ) 

第 31 条  条 例 第 14 条 及 び 第 14 条 の ２ に 規 定 す る 基 準 に 適 合 し な い 水 質 の

下 水 を 継 続 し て 公 共 下 水 道 に 排 除 す る 者 は 、 こ の 排 水 に 応 じ た 除 害 施

設 を 設 け な け れ ば な ら な い 。  

 

【解  説 】  

本 文 のと おり  
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（ デ ィ ス ポ ー ザ 及 び デ ィ ス ポ ー ザ 排 水 処 理 シ ス テ ム の 設 置 ）  

第 32 条  設 計 者 及 び 施 工 者 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 に 基 づ き デ ィ ス ポ ー ザ 及

び デ ィ ス ポ ー ザ 排 水 処 理 シ ス テ ム を 設 置 し な け れ ば な ら な い 。  

( 1 ) デ ィ ス ポ ー ザ 単 体 で 新 規 設 置 し な い こ と 。  

( 2 ) デ ィ ス ポ ー ザ 排 水 処 理 シ ス テ ム に 関 す る こ と は 、 武 蔵 野 市 デ ィ ス

ポ ー ザ 排 水 処 理 シ ス テ ム 取 扱 要 綱 に よ る こ と 。  

( 3 ) 使 用 者 に 対 し 、 デ ィ ス ポ ー ザ 排 水 処 理 シ ス テ ム の 機 能 を 維 持 し 、

適 正 な 利 用 及 び 維 持 管 理 に 努 め る よ う 十 分 に 説 明 を 行 う こ と 。  

 

【解  説 】  

第 32条 第１号解 説  

デ ィ ス ポ ー ザ 単 体 で 使 用 す る と 、 次 に 掲 げ る よ う な 問 題 が 生 じ る た め 、

ディスポ ーザ単 体 での新規 設置 を し ない こと 。  

・ 通 常 の 汚 水 の 他 に 、 生 ご み 等 が 流 入 す る こ と と な る た め 、 下 水 の

処理能力 を超え る 。  

・下 水管 （公共 下 水道、排 水設備 ） の詰まり や 悪 臭 の 原 因 と な る 。  

・公 共用 水域の 水 質の悪化 を助長 す る。  

・ デ ィ ス ポ ー ザ を 使 用 す る と 、 粉 砕 生 ご み を 流 す た め に 、 水 の 使 用

量が増加 する。  

第 32条 第２号解 説  

デ ィ ス ポ ー ザ 排 水 処 理 シ ス テ ム は 、 公 益 社 団 法 人 日 本 下 水 道 協 会 の 定

め た 「 下 水 道 の た め の デ ィ ス ポ ー ザ 排 水 処 理 シ ス テ ム 性 能 基 準 （ 案 ）

（ 平 成 25年 ３ 月 ） 」 に よ る 規 格 適 合 評 価 及 び 製 品 認 証 を 受 け た も の で あ

ること。  
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（ ポ ン プ 施 設 の 設 置 ) 

第 33 条  設 計 者 及 び 施 工 者 は 、 地 階 と な る 建 物 を 建 築 す る 場 合 は 、 排 水

設 備 に ポ ン プ 設 備 等 の 設 置 を 行 い 、 逆 流 防 止 の 対 策 を と る 等 、 地 階 へ

の 安 全 及 び 衛 生 面 へ 配 慮 し な け れ ば な ら な い 。  

２  自 然 流 下 が 充 分 で な い 場 合 に は 、 下 水 が 逆 流 し な い よ う ポ ン プ 施 設

を 設 置 し な け れ ば な ら な い 。  

 

【解  説 】  

第 33条 第２項解 説  

「 自 然 流 下 が 充 分 で な い 場 合 」 と は 、 豪 雨 の 際 に 下 水 の 自 然 流 下 が 不

充 分 と な る お そ れ の あ る 場 合 で 、 排 水 先 の 道 路 面 よ り も 低 い 位 置 に 、 衛

生 設 備 や 私 設 ま す な ど の 開 口 部 が あ る 場 合 も 含 む 。 近 年 、 短 時 間 に 大 量

の 雨 が 降 り 半 地 下 建 物 等 の 浸 水 ・ 逆 流 被 害 が 多 く な っ て い る こ と か ら 、

建 築 基 準 法 に 定 義 す る 「 地 階 」 だ け で な く 、 こ の よ う な 場 合 に お い て も 、

逆 流 防止 機能を 付 けた排水 ポンプ 施 設の設置 が必 要 で あ る 。  
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（ 床 下 集 合 排 水 配 管 シ ス テ ム の 設 置 ）  

第 34 条  設 計 者 及 び 施 工 者 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 に 基 づ き 床 下 集 合 排 水 配

管 シ ス テ ム を 設 置 し な け れ ば な ら な い 。  

( 1 ) 適 切 な 口 径 及 び こ う 配 を 有 し 、 建 築 物 の 構 造 に 合 わ せ た 適 切 な 支

持 及 び 固 定 を す る こ と 。  

( 2 ) 汚 水 の 逆 流 及 び 滞 留 が 生 じ な い 構 造 と す る こ と 。  

( 3 ) 封 水 機 能 が 失 わ れ な い 構 造 と す る こ と 。  

 ( 4 ) 保 守 点 検 、 補 修 及 び 清 掃 が 容 易 に で き る よ う 、 設 置 場 所 の 付 近 に

十 分 な 空 間 を 確 保 す る こ と 。  

 ( 5 ) 床 下 点 検 口 を 適 切 な 位 置 に 設 置 し 、 維 持 管 理 が 確 実 に 行 え る よ う

に す る こ と 。  

 ( 6 ) 必 要 に 応 じ て 通 気 管 を 設 け る こ と 。  

 ( 7 ) 製 品 メ ー カ ー の 使 用 条 件 、 設 置 注 意 事 項 等 に 従 っ て 設 置 す る こ と 。  

 

【解  説 】  

・床下集 合排水 配 管システ ムは 、 以 下の 部位 で 構成 さ れ る 。  

①  床下 に設け ら れるヘッ ダー部 位  

②  衛 生 器 具 か ら 集 中 排 水 ヘ ッ ダ ー に 排 水 を 流 入 さ せ る 管 路 部 位

（流入管 ）  

③  ヘ ッ ダ ー か ら 屋 外 排 水 設 備 に 排 水 を 流 出 さ せ る 管 路 部 位 （ 流 出

管）  

・ 床 下 集 合 排 水 配 管 シ ス テ ム を 設 置 す る 場 合 は 、 次 の い ず れ に も 適 合 し

てい るシ ステム を 設置する こ と。  

①  ヘッ ダー  

Ａ  流出 管受口 の 口径が内 径 75㎜以 上で ある こ と 。  

Ｂ  上 部 に 点 検 及 び 清 掃 が 容 易 に 行 え る 清 掃 口 を 有 し 、 当 該 清 掃

口を密閉 できる ふ たがある こと。  

Ｃ  周囲 に維持 管 理上支障 となら な い空間を 有 し て い る こ と 。  

Ｄ  設 置 面 は 水 平 で 、 か つ コ ン ク リ ー ト 等 の ヘ ッ ダ ー を 固 定 す る

ことが可 能な材 質 で施工さ れてい る こと。  

Ｅ  上 部 又 は 付 近 に 点 検 用 の 開 閉 口 （ 以 下 、 ｢点 検 口 ｣と い う 。 ）

が 設 け ら れ て い る こ と 。 た だ し 、 点 検 口 と 同 様 の 機 能 が 確 保 さ

れ る 場 合 に あ っ て は 、 床 下 収 納 庫 等 に よ り こ れ に 替 え る こ と が

できる。  
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②  流入 管  

Ａ  接 続 す る 衛 生 器 具 の す べ て に 器 具 ト ラ ッ プ が 設 置 さ れ て い る

こと。  

Ｂ  ヘ ッ ダ ー に 接 続 す る 器 具 数 は 10（ 本 数 換 算 で ８ ）  以 下 で あ る

こと。  

Ｃ  流 出 口 か ら 直 線 上 に 流 入 口 を 有 す る 構 造 の ヘ ッ ダ ー に あ っ て

は、当該 流入口 へ 接続がさ れてい る こと。  

Ｄ  内 径 は 75㎜ 以 下 で 、 か つ 器 具 ト ラ ッ プ の 管 径 と 同 径 以 上 で あ

ること。  

Ｅ  ２ 階 部 分 で 複 数 の 衛 生 器 具 を 合 流 さ せ る 場 合 に あ っ て は 、 適

切な通気 方式が 施 されてい ること 。  

Ｆ  ヘ ッ ダ ー と の 接 続 に お い て 、 流 出 管 に 垂 直 な 左 右 同 一 個 所 へ

の 接 続 が な い こ と 。 た だ し 、 逆 流 防 止 機 能 を 有 す る 構 造 の ヘ ッ

ダーにあ っては 、 この限り でない 。  

③  流出 管  

Ａ  速や かに屋 外 排水設備 のます に 接続され て い る こ と 。  

Ｂ  内径 は、 75㎜ 以上であ るこ と 。  
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第 ４ 章  屋 外 排 水 設 備  

第 １ 節  一 般 事 項  

（ 屋 外 排 水 設 備 の 設 置 ）  

第 35 条  設 計 者 及 び 施 工 者 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 に 基 づ き 屋 外 排 水 設 備 を

設 置 し な け れ ば な ら な い 。  

( 1 ) 公 共 ま す 、 私 道 排 水 設 備 の ま す 及 び そ の 他 の 排 水 設 備 の 位 置 、 敷

地 の 土 地 利 用 計 画 等 に つ い て 調 査 を 行 う こ と 。  

( 2 ) 工 場 及 び 事 業 場 排 水 は 、 有 害 物 質 を 含 む お そ れ が あ る た め 、 原 則

と し て 一 般 の 排 水 （ 便 所 の 排 水 、 雑 排 水 、 雨 水 等 を い う 。 ） と 分 離 し

た 別 系 統 の 排 水 設 備 と す る こ と 。  

 

【解  説 】  

本 文 のと おり  
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第 ２ 節  設 計  

（ 設 計 の 手 順 ) 

第 36条  屋 外 排 水 設 備 の 設 計 の 手 順 は 、 次 に 掲 げ る と お り と す る 。  

( 1 ) 事 前 調 査  

( 2 ) 測 量 及 び 見 取 図 の 作 成  

( 3 ) 敷 地 内 の 排 除 方 式 の 設 定  

( 4 ) 配 管 経 路 の 設 定  

( 5 ) 雨 水 量 及 び 汚 水 量 の 算 定 並 び に 管 種 に よ る 排 水 管 き ょ の 決 定  

( 6 ) ま す 、 小 型 ま す 及 び 掃 除 口 の 決 定  

( 7 ) 設 計 図 の 作 成  

( 8 ) 数 量 計 算  

( 9 ) 工 事 費 の 算 定  

 

【解  説 】  

本 文 のと おり  
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（ 事 前 調 査 ）  

第 37 条  設 計 者 は 、 屋 外 排 水 設 備 の 設 計 に 際 し て は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を

事 前 に 調 査 確 認 す る こ と 。  

( 1 ) 排 除 方 式  

( 2 ) 公 共 ま す の 有 無  

( 3 ) 排 水 予 定 量 （ ㎥ ／ 日 及 び ㎥ ／ ｈ ）  

ア  排 水 人 口 （ 人 ）  

イ  排 水 面 積 （ ㎡ ）  

ウ  湧 水 、 工 場 排 水 等 の 特 殊 水 量 （ ㎥ ／ 日 ）  

エ  排 水 時 間 （ ｈ ／ 日 ）  

オ  井 戸 水 の 使 用 量 （ ㎥ ／ 日 ）  

( 4 ) 敷 地 状 況  

( 5 ) 建 物 構 造 及 び 用 途  

( 6 ) 在 来 設 備 及 び 埋 設 物  

( 7 ) 将 来 計 画  

 

【解  説 】  

本 文 のと おり  
 

 

 

（ 測 量 及 び 見 取 図 の 作 成 ）  

第 38 条  設 計 者 は 、 水 準 測 量 そ の 他 必 要 に 応 じ 、 各 種 の 測 量 を 行 う こ と

と す る 。  

２  設 計 者 は 、 事 前 調 査 及 び 測 量 の 結 果 に 基 づ い て 見 取 図 を 作 成 す る こ

と と し 、 見 取 図 に は 下 水 の 排 水 箇 所 、 埋 設 物 の 位 置 及 び 敷 地 内 要 所 の

水 準 測 量 の デ ー タ 等 を 記 入 す る こ と 。  

 

【解  説 】  

本 文 のと おり  
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（ 配 管 経 路 の 設 定 ）  

第 39 条  設 計 者 は 、 事 前 調 査 資 料 、 見 取 図 及 び 排 除 方 式 に よ り 、 維 持 管

理 が 容 易 と な る よ う な 配 管 経 路 を 設 定 し な け れ ば な ら な い 。  

２  設 計 者 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 に 基 づ き 配 管 経 路 を 設 定 し な け れ ば な ら

な い 。  

( 1 ) 公 共 ま す 及 び 起 点 ま す の 深 さ に よ り 、 概 略 の こ う 配 を 確 認 す る こ

と 。  

( 2 ) 屋 外 排 水 設 備 は 現 地 の 地 盤 高 の 高 低 、 排 水 管 の 延 ⾧ の ⾧ 短 及 び 公

共 ま す の 浅 深 を 考 慮 し 、 公 共 ま す よ り 最 ⾧ 延 ⾧ の 位 置 に 設 置 す る 起

点 ま す を 基 本 と し て 設 計 す る こ と 。  

( 3 ) ま す 深 及 び こ う 配 の 計 算 は 、 排 水 管 の 延 ⾧ を 用 い る こ と 。  

( 4 ) 配 管 は 、 施 工 上 及 び 維 持 管 理 上 、 原 則 と し て 建 物 、 池 、 樹 木 等 の

下 を 避 け る こ と 。  

３  設 計 者 は 、 分 流 地 域 及 び 合 流 地 域 で 宅 地 内 を 分 流 化 す る 場 合 に お い

て 、 次 に 掲 げ る 事 項 に 基 づ き 配 管 経 路 を 設 定 し な け れ ば な ら な い 。  

( 1 ) 分 流 式 の 汚 水 管 と 雨 水 管 の 布 設 位 置 は 上 下 に 並 行 す る こ と を 避 け 、

交 差 す る 場 合 は 汚 水 管 が 下 部 、 雨 水 管 が 上 部 と な る よ う に 設 計 す る

こ と 。  

( 2 ) 分 流 式 の 汚 水 管 と 雨 水 管 と を 並 列 し て 布 設 す る 場 合 は 、 原 則 と し

て 汚 水 管 を 建 物 側 と す る こ と 。  

( 3 ) 分 流 式 の 外 流 し は 汚 水 管 に 接 続 し 、 地 面 よ り 雨 水 の 浸 入 の な い 構

造 と す る こ と 。  

( 4 ) 外 流 し に 雨 ど い か ら の 雨 水 を 排 水 し な い こ と 。  

( 5 ) 分 流 式 の ベ ラ ン ダ 、 屋 上 等 の 露 天 又 は こ れ に 準 ず る 箇 所 に 冷 暖 房

施 設 、 洗 濯 機 等 の 汚 水 を 排 水 す る 設 備 を 設 け る 場 合 （ 給 水 装 置 の み の

場 合 を 含 む 。 ） は 必 ず 雨 水 と 分 離 し 、 当 該 排 水 の み を 単 独 で 汚 水 管

に 流 入 さ せ る こ と 。  

( 6 ) ガ ソ リ ン ス タ ン ド の 取 扱 い は 、 次 に 掲 げ る 事 項 の と お り と す る こ

と 。 た だ し 、 消 防 法 の 規 定 の 適 用 が あ る 場 合 に は こ の 限 り で は な い 。  

ア  ガ ソ リ ン ス タ ン ド の 建 屋 及 び キ ャ ノ ピ ー （ 上 屋 を い う 。 ） 以 外 の

給 油 所 （ 給 油 施 設 を い う 。 ） 並 び に 洗 車 場 （ 業 務 用 露 天 洗 車 場 を い

う 。 ） の 内 に 降 っ た 雨 水 は 、 汚 水 系 統 の 公 共 下 水 道 に 流 入 さ せ る 。  

イ  給 油 所 及 び 洗 車 場 の 外 周 に 降 っ た 雨 水 は 、 給 油 所 及 び 洗 車 場 へ
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流 入 す る こ と の な い よ う 適 切 な 措 置 を 講 ず る 。  

 

【解  説 】  

本 文 のと おり  
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（ 排 水 管 き ょ の 決 定 ）  

第 40 条  設 計 者 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 に 基 づ き 排 水 管 き ょ を 設 計 し な け れ

ば な ら な い 。  

( 1 ) 汚 水 を 排 除 す る 排 水 管 き ょ は 、 暗 き ょ と す る 。 た だ し 、 冷 却 水 そ

の 他 の 汚 水 で 雨 水 と 同 程 度 以 上 に 清 浄 な 下 水 を 排 除 す る 排 水 管 き ょ

は 、 合 流 地 域 に 限 り 開 き ょ （ Ｕ 形 側 溝 を い う 。 ） と し て も よ い 。  

( 2 ) 排 水 管 の 管 径 及 び こ う 配 は 、 令 第 ８ 条 等 に 基 づ く と と も に 、 次 の

事 項 を 考 慮 し て 決 定 す る こ と 。  

ア  汚 水 管 き ょ  

( ｱ ) 汚 水 の み を 排 除 す る 排 水 管 （ 分 流 地 域 に お け る 汚 水 管 又 は 合

流 地 域 に お い て 敷 地 内 で 汚 水 管 と 雨 水 管 と を 明 確 に 分 け る 場 合

の 汚 水 管 で あ っ て 、 雨 水 管 の 合 流 地 点 ま で を い う 。 ） の 内 径 及

び こ う 配 は 、 排 水 人 口 に よ り 決 定 し 、 原 則 、 条 例 第 ４ 条 第 １ 号

に 定 め る と お り と す る 。  

( ｲ ) 工 場 排 水 等 の 特 殊 排 水 が あ る 場 合 は 、 流 量 に 応 じ 増 径 す る こ

と 。  

イ  合 流 管 き ょ 又 は 雨 水 管 き ょ  

( ｱ ) 雨 水 又 は 雨 水 を 含 む 下 水 を 排 除 す る 排 水 管 の 内 径 、 内 法 幅 及

び こ う 配 は 、 排 水 面 積 に よ り 決 定 し 、 原 則 、 条 例 第 ４ 条 第 １ 項

第 ２ 号 に 定 め る と お り と す る 。  

( ｲ ) 条 例 第 ４ 条 第 ２ 号 に 定 め る 市 ⾧ が 特 別 の 理 由 が あ る と 認 め た

場 合 と は 、 雨 水 利 活 用 条 例 及 び 武 蔵 野 市 雨 水 浸 透 施 設 等 設 置 技

術 指 針 に 基 づ き 算 定 さ れ た 必 要 対 策 量 を 満 た す 雨 水 浸 透 等 対 策

を し た 場 合 及 び 排 水 管 の 延 ⾧ 、 敷 地 の 形 状 、 起 伏 等 で こ う 配 が

確 保 で き な い 場 合 と す る 。  

( ｳ ) ( ｲ )に 該 当 す る 場 合 、 排 水 管 の 内 径 は 、 次 の 表 の と お り 又 は 次

の 表 に 掲 げ る 排 水 管 に 相 当 す る 流 下 能 力 の あ る も の と す る こ と 。

た だ し 、 次 の 表 の と お り の 設 置 が 困 難 な 場 合 は 、 次 号 に 示 す 流

速 が 確 保 で き る 排 水 管 及 び こ う 配 を 採 用 す る こ と が で き る 。  
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排 水 面 積 に よ る 排 水 管 の 決 定 （ 硬 質 塩 化 ビ ニ ル 管 の 場 合 ）  

排 水 面 積 （ ㎡ ）  排 水 管 の 内 径 （ ㎜ ）  

200未 満  100以 上 (こ う 配  100分 の 2.0以 上 )  

（ 最 低 こ う 配  100分 の 1.0以 上 ）  

200以 上 400未 満  125以 上 （ こ う 配  100分 の 1.7以 上 ）  

（ 最 低 こ う 配  100分 の 0.8以 上 ）  

400以 上 600未 満  150以 上 (こ う 配  100分 の 1.5以 上 )  

（ 最 低 こ う 配  100分 の 0.8以 上 ）  

600以 上 1,500未 満  200以 上 (こ う 配  100分 の 1.2以 上 )  

（ 最 低 こ う 配  100分 の 0.5以 上 ）  

1 ,500以 上  250以 上 (こ う 配  100分 の 1.0以 上 )  

（ 最 低 こ う 配  100分 の 0.4以 上 ）  

( 3 ) 管 内 流 速 は 、 管 内 の 掃 流 力 を 考 慮 し て 0.6ｍ ～ 1.5ｍ ／ 秒 ま で の 範 囲

と し 、 管 内 平 均 流 速 は 、 1.0ｍ ／ 秒 を 標 準 と す る こ と 。  

( 4 ) 排 水 管 は 、 原 則 と し て 硬 質 塩 化 ビ ニ ル 管 と す る が 、 流 量 、 水 質 、

布 設 場 所 の 状 況 、 荷 重 、 管 の 形 状 、 工 事 費 及 び 将 来 の 維 持 管 理 等 を

考 慮 し 、 選 択 す る も の と す る 。  

( 5 ) 宅 地 内 に お い て 、 地 表 面 か ら 管 上 部 ま で の 深 さ （ 以 下 「 土 被 り 」 と

い う 。 ） は 、 20 ㎝ 以 上 と す る 。 た だ し 、 管 の 埋 設 深 さ を や む を 得 ず

浅 く す る 場 合 で 、 荷 重 等 が 大 き い 場 合 は 外 圧 に 十 分 耐 え ら れ る よ う

耐 圧 管 又 は さ や 管 等 の 防 護 を 施 す こ と 。  

( 6 ) 基 礎 は 、 管 種 、 地 盤 の 状 況 、 土 被 り 等 を 十 分 検 討 の う え 、 必 要 に

応 じ て 適 切 な 基 礎 を 施 す こ と 。  

 

【解  説 】  

第 40条 第２号解 説  

下水 道条 例施行 令 を一部抜 粋 する 。  

第 ８ 条  法 第 十 条 第 三 項 に 規 定 す る 政 令 で 定 め る 技 術 上 の 基 準 は 、 次

の とおり とする 。  

（省 略）  
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５  管 渠 き よ の 勾 こ う 配 は 、 や む を 得 な い 場 合 を 除 き 、 百 分 の 一 以 上

と するこ と。  

６  排 水 管 の 内 径 及 び 排 水 渠 き よ の 断 面 積 は 、 公 共 下 水 道 管 理 者 で あ

る 地 方 公 共 団 体 の 条 例 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 そ の 排 除 す べ き 下 水

を 支障な く流下 さ せること ができ る ものとす る こ と 。  

第 40条 第２号ア 解 説  

下水 道条 例を一 部 抜粋する 。  

 条例第４条 第１ 項第１号  

排 水人口 （単位 人 ）  排水管の 内径（ 単 位㎜）  勾 配  

150 未満  100 以上  100 分 の 1.0 以 上  

150 以上 300 未 満  150 以上  100 分 の 0.8 以 上  

300 以上 500 未 満  200 以上  100 分 の 0.5 以 上  

500 以上  250 以上  100 分 の 0.4 以 上  

た だ し 、 一 の 建 築 物 か ら 排 除 さ れ る 汚 水 の 一 部 を 排 除 す べ き 排 水

管 で 延 長 が ３ ｍ 以 下 の も の の 内 径 は 75㎜ （ 勾 配 100分 の ３ 以 上 ） と す

る ことが できる 。  

第 40条 第２号イ 解 説  

・下水道 条例を 一 部抜粋す る。  

条例 第４ 条第１ 項 第２号  

排水面積  

（単位  ㎡）  

排水管 の 内 径  

（単位  ㎜ ）  
勾 配  

200 未満  100 以上  100 分の 1.0 以 上  

200 以上 600 未満  150 以上  100 分の 0.8 以 上  

600 以上 1,000 未満  200 以上  100 分の 0.5 以 上  

1,000 以上  250 以上  100 分の 0.4 以 上  

た だ し 、 一 の 敷 地 か ら 排 除 さ れ る 雨 水 又 は 雨 水 を 含 む 汚 水 の 一 部

を 排 除 す べ き 排 水 管 で 延 長 が ３ ｍ 以 下 の も の の 内 径 は 75㎜ （ 勾 配 100

分 の３以 上）と す ることが でき る 。  
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・ (ｳ)に 基 づ く 基 準 で 排 水 管 を 整 備 し た 後 、 雨 水 利 活 用 条 例 及 び 武 蔵 野 市

雨 水 浸 透 施 設 等 設 置 技 術 指 針 に 基 づ き 算 定 さ れ た 必 要 対 策 量 を 満 た す

こ とがで きなか っ た場合、 是正 工 事 が必 要と なる た め 注 意 す る こ と 。  
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(ま す 、 小 型 ま す 及 び 掃 除 口 の 決 定 ) 

第 41 条  設 計 者 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 に 基 づ き ま す 、 小 型 ま す 及 び 掃 除 口

を 設 計 し な け れ ば な ら な い 。  

( 1 ) ま す 及 び 小 型 ま す は 、 次 に 掲 げ る 箇 所 に 設 置 す る こ と 。  

ア  排 水 管 の 起 点  

イ  排 水 管 の 屈 曲 点 及 び 会 合 点  

ウ  排 水 管 の 管 径 、 内 法 幅 又 は こ う 配 の 変 化 す る 箇 所  

エ  排 水 管 の 延 ⾧ が 、 管 径 又 は 内 法 幅 の 120倍 を 超 え な い 範 囲 に お い

て 維 持 管 理 上 適 切 な 箇 所  

オ  公 共 ま す と 宅 地 内 最 終 ま す と の 接 続 距 離 が 管 径 又 は 内 法 幅 の 60

倍 を 超 え な い 範 囲 に お い て 維 持 管 理 上 適 切 な 箇 所  

カ  新 設 管 と 既 設 管 と の 接 続 箇 所  

( 2 ) ま す 及 び 小 型 ま す の 材 質 は 、 次 に 掲 げ る い ず れ か と す る こ と 。  

ア  プ ラ ス チ ッ ク 製  

イ  コ ン ク リ ー ト 製  

( 3 ) ま す 及 び 小 型 ま す の 形 状 は 、 次 に 掲 げ る と お り と す る こ と 。  

ア  ま す の 内 径 又 は 内 法 幅 は 、 15 ㎝ 以 上 の 円 形 又 は 角 形 を 原 則 と す

る 。  

イ  ま す の 会 合 部 の 流 入 角 度 は 90度 以 内 と す る 。  

ウ  ま す の 内 径 又 は 内 法 幅 は 、 ま す の 深 さ 及 び 排 水 管 の 会 合 本 数

（ 流 出 す る 排 水 管 も 含 む 。 ） に 応 じ て 次 の 表 の と お り と す る 。  

内 径 又 は 内 法 幅 （ ㎝ ）  深 さ （ ㎝ ）  会 合 本 数  

15～ 30  120ま で  ４ 本 ま で  

35～ 36  120ま で  ４ 本 ま で  

40  120ま で  ５ 本 ま で  

45  140ま で  ５ 本 ま で  

( 4 ) 次 に 掲 げ る 事 項 に 基 づ き ま す 及 び 小 型 ま す の ふ た を 選 定 す る こ と 。  

ア  ま す の ふ た は 、 プ ラ ス チ ッ ク 製 、 鋳 鉄 製 、 コ ン ク リ ー ト 製 等 の

堅 固 な も の と す る 。  

イ  汚 水 ま す の ふ た は 、 雨 水 の 浸 入 し な い 密 閉 ふ た と す る 。  

ウ  雨 水 ま す の 天 端 は 、 地 表 水 を 排 除 す る た め に 地 表 よ り 低 め に 設

置 し 、 格 子 ふ た を 使 用 す る こ と が で き る 。  
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( 5 ) 次 に 掲 げ る 事 項 に 基 づ き 泥 溜 め 及 び イ ン バ ー ト を 設 計 す る こ と 。  

ア  汚 水 ま す に は 、 接 続 す る 排 水 管 の 内 径 又 は 内 法 幅 に 応 じ て 、 相

当 幅 の イ ン バ ー ト を 設 け る こ と 。  

イ  イ ン バ ー ト は 、 法 面 部 分 を 10㎝ か ら 20㎝ 程 度 ま で と す る こ と 。  

ウ  雨 水 ま す に は 、 深 さ 15㎝ 以 上 の 泥 溜 め を 設 け る こ と 。  

エ  起 点 ま す を 除 き 、 各 雨 水 ま す 内 に は 原 則 と し て 下 流 側 に 、 ２ ㎝

程 度 の ス テ ッ プ を 設 け る こ と 。  

オ  汚 水 ま す 内 に は 、 原 則 、 イ ン バ ー ト の 上 下 流 の 排 水 管 の こ う 配

差 に 、 更 に ２ ㎝ 程 度 の ス テ ッ プ を 設 け る こ と 。  

( 6 ) ま す の 基 礎 は 、 プ ラ ス チ ッ ク 製 ま す の 場 合 は 砂 、 コ ン ク リ ー ト 製 ま

す の 場 合 は 砕 石 を 使 用 し 、 仕 上 が り 厚 ５ ㎝ と す る こ と 。  

( 7 ) 排 水 管 の 上 流 と 下 流 と の 落 差 が 大 き い 場 合 は 、 ま す の 構 造 を 十 分 に

検 討 し 、 ド ロ ッ プ ま す 又 は 底 部 有 孔 ま す を 使 用 す る こ と 。 た だ し 、 地

形 等 の 理 由 で 、 ド ロ ッ プ ま す 及 び 底 部 有 孔 ま す を 使 用 で き な い 場 合 は 、

掃 除 口 付 ド ロ ッ プ を 使 用 す る こ と が で き る 。  

( 8 ) 屋 内 排 水 設 備 の 器 具 に ト ラ ッ プ を 設 け る こ と を 原 則 と す る が 、 次 に

該 当 す る 場 合 は ト ラ ッ プ ま す を 設 置 す る こ と 。  

ア  既 設 の 衛 生 器 具 に ト ラ ッ プ の 取 り 付 け が 困 難 な 場 合  

イ  合 流 地 域 の 雨 水 排 水 管 又 は 雨 水 ま す 部 分 か ら の 臭 気 の 発 散 を 防

止 す る 場 合  

( 9 ) ト ラ ッ プ ま す は 、 用 途 に 応 じ 適 切 な も の を 採 用 し 、 次 に 掲 げ る 事 項

に 基 づ き 設 計 す る こ と 。  

ア  ト ラ ッ プ ま す の ト ラ ッ プ 上 流 側 に は 大 便 器 の 排 水 を 取 り 付 け て

は な ら な い 。  

イ  ト ラ ッ プ の 内 径 は 、 7 5 ㎜ 以 上 、 封 水 深 は ５ ㎝ 以 上 1 0 ㎝ 以 下 と す

る 。  

ウ  二 重 ト ラ ッ プ と し て は な ら な い 。  

エ  ト ラ ッ プ ま す の ト ラ ッ プ 側 下 流 排 水 管 の 延 ⾧ は 、 管 の 内 径 又 は

内 法 の 60倍 を 超 え て は な ら な い 。  

(10) Ｕ ト ラ ッ プ は 、 屋 内 の 雨 水 排 水 管 を 汚 水 排 水 系 統 の 排 水 設 備 に 連 絡

す る 場 合 に の み 使 用 す る こ と 。  

(11) 排 水 管 を 小 型 ま す に 接 続 す る 場 合 は 、 立 ち 上 が り 部 に 取 り 付 け な い

こ と 。   

(12) 排 水 枝 管 の 数 が 多 く 、 ま す 又 は 小 型 ま す を 設 置 す る こ と が 困 難 な 場
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合 に は 、 掃 除 口 を 設 け る こ と 。  

(13) 前 号 の 規 定 に よ り 掃 除 口 を 設 置 す る 場 合 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 に 基 づ

き 設 計 す る こ と 。  

ア  排 水 本 管 の 延 ⾧ が そ の 内 径 の 60 倍 を 超 え な い 範 囲 に お い て 排 水

管 の 維 持 管 理 上 、 適 切 な 箇 所 に 設 置 す る 。  

イ  掃 除 口 は 、 排 水 管 の 流 下 方 向 に 対 し 反 対 方 向 又 は 直 角 方 向 に 開

口 す る よ う 立 ち 上 げ る 。  

ウ  管 内 の 臭 気 が 漏 れ な い 構 造 と し 、 掃 除 用 具 が 無 理 な く 使 用 で き

る 形 状 寸 法 と す る 。  

エ  掃 除 口 の 大 き さ は 、 排 水 管 の 管 径 が 100㎜ 以 下 の 場 合 は 排 水 管 の

同 一 の 口 径 、 10 0 ㎜ を 超 え る 場 合 は 100 ㎜ よ り 小 さ く し て は な ら な

い 。  

オ  排 水 管 の 屈 曲 箇 所 に 掃 除 口 を 設 置 す る 場 合 は 、 下 流 か ら の 汚 水

の 逆 流 に よ り 汚 物 が 屈 曲 部 に 堆 積 し な い 構 造 と す る 。  

カ  排 水 本 管 と 排 水 枝 管 と が 会 合 す る 場 所 に 掃 除 口 を 設 置 す る 場 合

は 、 排 水 枝 管 側 の 排 水 本 管 よ り で き る だ け 離 し た 位 置 と す る 。  

キ  排 水 器 具 に ト ラ ッ プ が な く 、 臭 気 を 防 止 す る 必 要 が あ る 場 合 に

は 、 排 水 本 管 よ り で き る だ け 離 れ た 位 置 の 排 水 枝 管 上 に 、 掃 除 口

付 き の 管 ト ラ ッ プ を 設 置 す る も の と し 、 排 水 本 管 に は 掃 除 口 付 き

の 管 ト ラ ッ プ を 使 用 し て は な ら な い 。  

ク  雨 ど い か ら の 臭 気 を 防 止 す る 必 要 が あ る 場 合 は 、 掃 除 口 付 き の

管 ト ラ ッ プ を 維 持 管 理 上 適 切 な 箇 所 に 設 置 す る 。  

ケ  排 水 枝 管 の 管 底 よ り ト ラ ッ プ ウ ェ ア ま で の 距 離 は 6 0 ㎝ 以 下 と す

る 。  

 

【解  説 】  

事 後 の ト ラ ブ ル が な い よ う 使 用 者 に 次 に 掲 げ る 事 項 を 十 分 説 明 す る こ

と。  

①  ま す 、 小 型 ま す 及 び 掃 除 口 の 位 置 が 不 明 と な ら ぬ よ う 、 上 に 物 を

置かない こと  

②  排水 管等が 詰 まったと きの処 理 方法  

③  雨水 ますに 溜 まった土 砂、落 ち 葉等の除 去方 法  

第 41条 第３号ウ 解 説  

ます の深 さは以 下 のとおり と する 。  
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汚水 ます   ： 地 表面から 下流 管 底 まで  

雨水 ます   ： 地 表面から ます の 底 部ま で  

底部 有孔 ます： 地 表から下 流管底 ま で  

ま た 、 会 合 本 数 は 、 会 合 す る 管 の 内 径 又 は 内 の り 幅 が 100㎜ 以 下 の 場 合

を 表 し た も の で あ る 。 会 合 す る 管 の 内 径 又 は 内 の り 幅 が 大 き い 場 合 は 、

ますの内 径及び 内 のり幅も 大き く す る。  

第 41条 第４号解 説  

ま す の ふ た は 開 閉 が 容 易 な も の と し 、 駐 車 場 等 で 車 両 通 行 な ど 大 き な

荷 重 が 働 く 場 所 で は 、 防 護 鉄 ふ た 等 で 保 護 す る こ と 。 た だ し 、 防 護 ふ た

の中ふた は、密 閉 できる簡 易な ふ た とす るこ と がで き る 。  

第 41条 第５号ウ 解 説  

泥 溜 め 部 に た ま っ た 土 砂 を 容 易 に 取 り 除 け る よ う 、 泥 溜 め バ ケ ッ ト

（取手付 ）等を 設 けること 。  

第 41条 第５号オ 解 説  

特 に 以 下 の 場 合 は 上 下 流 の 排 水 管 の こ う 配 差 に 、 更 に ２ ㎝ 以 上 の ス テ

ップを設 け、会 合 点での逆 流を 防 止 する こと 。  

①  水 洗 便所か ら の汚水が 流 入す る 最 初の 会 合点 の 小 型 ま す  

②  排 水 立 て 管 か ら 排 水 本 管 に 接 続 す る ま で の 距 離 が 、 短 い 場 合 の 会

合点  

③  多 量 の下水 が 合流する 会 合点  
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（ 雨 水 浸 透 施 設 等 の 設 置 ）  

第 42 条  設 計 者 及 び 施 工 者 は 、 雨 水 浸 透 施 設 等 を 設 置 す る 場 合 は 、 雨 水

利 活 用 条 例 に 準 拠 す る こ と 。  

２  雨 水 浸 透 施 設 等 に お け る オ ー バ ー フ ロ ー 分 は 、 排 水 設 備 に 接 続 す る

こ と 。  

 

【解  説 】  

第 42条 第２項解 説  

合 流 地 域 に お い て 、 浸 透 ま す か ら の オ ー バ ー フ ロ ー を 排 水 設 備 に 接 続

する際は 、臭気 対 策を講ず るこ と 。  

 

 

 

 

 

（ 公 共 ま す と の 接 続 ）  

第 43 条  設 計 者 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 に 基 づ き 公 共 ま す と 屋 外 排 水 設 備 と

の 接 続 部 分 を 設 計 し な け れ ば な ら な い 。  

( 1 ) 公 共 ま す の 深 さ （ 地 盤 面 か ら 下 流 管 底 ま で を い う 。 ） 及 び 宅 地 内 と の

高 低 差 に 留 意 す る こ と 。  

( 2 ) 宅 地 内 の 排 水 管 径 よ り 公 共 ま す の イ ン バ ー ト 取 付 管 の 管 径 が 小 さ

い 場 合 は 、 公 共 ま す 設 置 事 務 要 綱 に 基 づ き 、 申 請 を 行 う こ と 。  

( 3 ) 最 終 ま す と 公 共 ま す と の 落 差 が 30 ㎝ を 超 え る 場 合 は 、 大 曲 り エ ル

ボ 又 は 宅 内 ま す と し て ド ロ ッ プ ま す 若 し く は 底 部 有 孔 ま す を 設 置 す

る こ と 。  

( 4 ) 宅 地 内 の 最 終 ま す か ら 公 共 ま す ま で の 距 離 は 管 内 径 又 は 内 法 幅 の

60倍 以 内 と す る こ と 。  

 

【解  説 】  

本文 のと おり  
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（ 在 来 設 備 と の 接 続 ）  

第 44 条  設 計 者 は 、 在 来 設 備 を 残 し て 工 事 す る 場 合 は 、 次 に 掲 げ る 事 項

に 基 づ き 設 計 す る こ と 。  

( 1 ) 浄 化 槽 の 切 替 工 事 を 行 う 場 合 、 撤 去 す る 浄 化 槽 の 上 流 側 直 近 ま す

と 下 流 側 直 近 ま す と を 接 続 す る 排 水 管 は 新 設 と し 、 新 設 管 と 既 設 管

と の 接 続 箇 所 に は 、 ま す を 設 置 す る こ と 。  

( 2 ) 汚 水 ま す と し て 使 用 す る 既 設 ま す に イ ン バ ー ト が な い 場 合 は 新 た

に イ ン バ ー ト を 設 置 す る こ と 。  

( 3 ) 既 設 の 汚 水 ま す の ふ た が 有 孔 ふ た の 場 合 は 、 密 閉 ふ た に 取 替 え る

こ と 。  

( 4 ) 雨 水 ま す と し て 使 用 す る 既 設 ま す に 泥 溜 め が な い 場 合 、 新 た に 泥

溜 め を 設 置 す る こ と 。  

 

【解  説 】  

本文 のと おり  
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第 ３ 節  施 工  

（ 排 水 管 の 施 工 ）  

第 45 条  施 工 者 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 に 基 づ き 排 水 管 を 施 工 し な け れ ば な

ら な い 。  

( 1 ) 掘 削 工  

ア  ま す 間 を 所 定 の 深 さ に 、 不 陸 の な い よ う 直 線 上 に 掘 削 す る こ と 。  

イ  掘 削 幅 は 、 管 径 及 び 掘 削 深 さ に 応 じ た も の と す る こ と 。  

ウ  掘 削 箇 所 の 土 質 、 深 さ 及 び 作 業 現 場 の 状 況 に よ り 必 要 に 応 じ て

山 留 め を 設 置 す る こ と 。  

エ  掘 削 は 、 掘 り 過 ぎ 及 び こ ね 返 し が な い よ う に す る こ と 。  

オ  床 付 面 は 、 不 陸 の な い よ う に 十 分 に 留 意 し 、 管 こ う 配 に 合 わ せ

て 仕 上 げ る こ と 。  

( 2 ) 基 礎 工  

ア  掘 削 底 面 は 、 十 分 に 突 き 固 め る こ と 。  

イ  地 盤 が 軟 弱 な 場 合 は 、 不 等 沈 下 を 防 ぐ 措 置 を 講 ず る こ と 。  

( 3 ) 布 設 工  

ア  排 水 管 は 、 床 付 面 の 不 陸 を 整 正 し た 後 、 正 確 に 芯 出 し を 行 い 、

原 則 、 受 け 口 又 は ソ ケ ッ ト を 上 流 に 向 け て 下 流 側 か ら 布 設 す る こ

と 。  

イ  鋳 鉄 管 、 鉛 管 そ の 他 の 金 属 管 の 接 合 は 「 空 気 調 和 ・ 衛 生 設 備 工

事 標 準 仕 様 書 」 に 準 拠 す る こ と 。  

ウ  継 手 類 は 、 管 の 内 面 に 段 差 及 び 突 起 の な い も の を 使 用 す る こ と 。  

( 4 ) 埋 戻 し 工  

ア  管 布 設 後 、 接 合 部 の 硬 化 を 待 っ て 管 の 移 動 及 び 両 側 下 回 り に 空

隙 が で き な い よ う 、 入 念 に 締 固 め な が ら 埋 戻 し を 行 う こ と 。  

イ  埋 戻 し は 、 原 則 、 排 水 管 の 一 区 間 ご と に 行 う こ と 。  

( 5 ) 排 水 管 の 露 出 は 避 け る こ と 。 た だ し 、 や む を 得 ず 露 出 排 管 と す る

場 合 は 、 露 出 部 分 の 凍 結 及 び 損 傷 を 防 ぐ た め に 適 当 な 材 料 で 防 護 し 、

支 持 金 具 を 用 い て 堅 固 に 固 定 す る こ と 。  

( 6 ) 建 物 の 壁 等 を 貫 通 す る 排 水 管 は 、 管 の 損 傷 防 止 の た め の 措 置 を 講

ず る こ と 。  

( 7 ) 建 築 物 を 損 傷 し 、 又 は そ の 構 造 を 弱 め る よ う な 施 工 方 法 を 採 用 し

な い こ と 。  
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【解  説 】  

第 45条 第２号イ 解 説  

地 盤 が 軟 弱 な 場 合 は 、 掘 削 底 面 を 砂 利 等 で 置 き 換 え 、 そ の 上 に 砂 を 入

れ砂利等 の空隙 を 充填する 等し て 、 不等 沈下 を 防ぐ 措 置 を す る こ と 。  

第 45条 第３号解 説  

排 水 管 の 接 合 に は 以 下 の 方 法 が あ る 。 各 接 合 方 法 の 注 意 事 項 は 東 京 都

排水設備 要綱を 参 照するこ と。  

①   接 着接合  

塩 化 ビ ニ ル 管 の 接 合 方 法 と し て 用 い ら れ る も の で 、 接 着 剤 に よ る

膨潤と管 の弾力 性 を利用し た接合 方 法。  

②  ゴ ム 輪接合  

塩 化 ビ ニ ル 管 、 陶 管 及 び 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 管 等 に 多 く 使 用 さ れ て

いるもの で、管 の 差口をゴ ム輪受 口 に挿入す る 接 合 方 法 。  

③  モ ルタル 接合  

主として 、鉄筋 コ ンクリー ト管等 に 使用され る 接 合 方 法 。  

第 45条 第５号解 説  

管 の 露 出 は で き る だ け 避 け 、 や む を 得 ず 露 出 配 管 と す る 場 合 は 、 露 出

部 分 の 凍 結 、 損 傷 を 防 ぐ た め に 適 当 な 材 料 で 防 護 す る 。 ま た 、 露 出 し た

排 水 管 は 、 流 れ の 方 向 及 び 流 速 の 変 化 す る 箇 所 、 落 水 箇 所 に 生 ず る 外 力

又 は 外 圧 に よ る 振 動 、 圧 力 等 を 防 止 す る た め 、 支 持 金 具 を 用 い て 堅 固 に

固定する 。  

第 45条 第６号解 説  

建 物 の 壁 等 を 貫 通 す る 排 水 管 は 、 当 該 貫 通 部 分 に 配 管 ス リ ー ブ を 設 け

る等、有 効な管 の 損傷防止 措置 を 講 ずる 。  
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（ ま す の 施 工 ）  

第 46 条  施 工 者 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 に 基 づ き ま す を 施 工 し な け れ ば な ら

な い 。  

( 1 ) ま す の 設 置 に 伴 う 掘 削 は 必 要 な 余 裕 幅 を 取 り 、 そ の 他 は 前 条 第 １

号 に 規 定 す る 排 水 管 の 掘 削 工 に 準 ず る こ と 。  

( 2 ) 既 製 の 底 塊 を 使 用 す る 場 合 は 砂 利 又 は 砕 石 を 仕 上 が り 厚 ５ ㎝ に 突

き 固 め る こ と と し 、 既 製 の 底 塊 を 使 用 し な い 場 合 は 更 に 厚 さ ５ ㎝ 以

上 の 捨 て コ ン ク リ ー ト を 施 す こ と 。  

( 3 ) 掘 削 底 面 と 底 塊 面 と の 間 に 空 隙 の 生 じ な い よ う 施 工 す る こ と 。  

( 4 ) イ ン バ ー ト は 排 水 管 の 中 心 線 を 基 準 に 、 固 め の モ ル タ ル で お お よ

そ の 形 を 作 り 、 そ の 表 面 を 同 じ く 固 め の モ ル タ ル で 平 滑 な 半 円 形 に

仕 上 げ る こ と 。 た だ し 、 排 水 管 が 屈 曲 又 は 会 合 し て い る 場 合 は 、 曲

線 を で き る だ け ゆ る く し て 、 排 水 の 円 滑 な 流 下 を 図 る よ う に 施 工 す

る こ と 。  

( 5 ) 既 製 の 底 塊 を 使 用 す る 場 合 は 、 接 続 す る 排 水 管 の 方 向 、 イ ン バ ー

ト の 方 向 及 び そ の 形 状 等 に 留 意 す る 。  

( 6 ) ま す に 接 続 す る 管 は 、 ま す の 内 側 に 突 き 出 さ な い よ う に し 、 側 塊

の 据 付 に あ た っ て は 、 漏 水 の な い よ う に す る こ と 。  

( 7 ) ま す に 接 続 す る 管 は 、 側 塊 取 り 付 け （ 滝 落 し に な る よ う な 取 り 付 け を

い う 。 ） を し て は な ら な い 。  

( 8 ) プ ラ ス チ ッ ク ま す と 硬 質 塩 化 ビ ニ ル 管 と の 接 合 は 、 専 用 の シ ー ル

剤 を 使 用 し 、 平 ら に 仕 上 げ る こ と と し 、 プ ラ ス チ ッ ク ま す の 側 塊 を

つ ぎ 足 し て 、 深 さ を 調 整 す る 場 合 は 、 接 続 部 に プ ラ ス チ ッ ク 用 シ ー

ル 剤 を 十 分 に 塗 布 し 、 水 密 性 を 確 保 す る こ と 。  

( 9 ) ま す の 内 部 に 水 道 管 、 ガ ス 管 等 を 巻 き 込 ん で 施 工 し な い こ と 。  

 

【解  説 】  

本文 のと おり  
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（ 公 共 ま す と の 接 合 ）  

第 47 条  施 工 者 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 に 基 づ き 公 共 ま す と 屋 外 排 水 設 備 と

の 接 合 部 分 を 施 工 し な け れ ば な ら な い 。  

( 1 )  接 続 位 置 は 下 部 受 口 を 原 則 と し 、 漏 水 の な い よ う 管 と ま す と の 目

地 を 補 強 し 、 モ ル タ ル 等 を 公 共 ま す に 流 さ な い こ と 。  

( 2 ) 排 水 管 は 公 共 ま す へ の 突 き 出 し 、 段 差 及 び 漏 水 が な い よ う に 接 続

す る こ と 。  

( 3 ) コ ン ク リ ー ト 製 ま す と 排 水 管 と の 間 は 、 十 分 に モ ル タ ル を 詰 め 、

管 口 の 透 き 間 及 び 漏 水 が な い よ う 、 内 外 面 の 上 塗 り 仕 上 げ と す る こ

と 。  

 

【解  説 】  

本文 のと おり  
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(小 型 ま す の 施 工 ) 

第 48 条  施 工 者 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 に 基 づ き 小 型 ま す を 施 工 し な け れ ば

な ら な い 。  

( 1 ) 基 礎 は 、 厚 さ ５ ㎝ 程 度 の 砂 基 礎 と し 、 軟 弱 な 地 盤 で は 砕 石 等 で 支

持 力 を 増 す こ と 。  

( 2 ) 小 型 ま す と 排 水 管 と の 接 合 部 に す き 間 を 作 ら な い よ う 、 接 着 及 び

管 口 仕 上 げ は 確 実 に 行 う こ と 。  

( 3 ) 立 ち 上 が り 管 は 、 小 型 ま す 受 け 口 下 部 か ら 地 表 面 ま で の 高 さ を 測

定 し 、 ふ た の 高 さ を 考 慮 し て 切 断 し 、 小 型 ま す と の 接 合 は 丁 寧 に 行

う こ と 。  

( 4 ) 埋 戻 し は 、 土 砂 が 排 水 管 に 入 る の を 防 止 し 、 周 囲 を 均 等 に 突 き 固

め な が ら 行 う こ と 。  

 

【解  説 】  

第 48条 第３号解 説  

立 ち 上 が り 管 は 、 小 型 ま す 受 け 口 下 部 か ら 地 表 面 ま で の 高 さ を 考 慮 し

て 切 断 し 、 小 型 ま す と の 接 合 の 際 に 、 小 型 ま す が ず れ た り 、 傾 い た り し

ないよう 、丁寧 に 行うこと 。  

第 48条 第４号解 説  

埋 戻 す 前 に は 、 立 ち 上 が り 管 に ふ た 又 は 仮 止 め キ ャ ッ プ を し て 土 砂 が

排 水 管 に 入 る の を 防 止 す る 。 小 型 ま す は 、 埋 戻 し 時 に 移 動 し た り 、 立 ち

上 が り 管 が 傾 き や す い た め 、 周 囲 を 均 等 に 突 き 固 め な が ら 行 い 、 立 ち 上

が り 管 上 部 が 変 形 す る と ふ た の 開 閉 が 困 難 と な る た め 、 ふ た の 周 囲 は 特

に 注 意 し て 突 き 固 め る 。 ま た 、 小 型 ト ラ ッ プ ま す は 据 付 け 用 の 脚 や ト ラ

ップの周 囲が空 洞 になりや すい た め 、特 に入 念 に突 き 固 め る 。  

※ ね じ 込 み 式 の ふ た は 、 土 砂 粒 子 が 入 る と 開 け に く く な る の で 、 使 用

場 所 に 注 意 す る 。 ま た 、 防 護 ふ た の 場 合 、 ワ ン タ ッ チ 式 の 深 い 中 ふ

た は、開 けにく い ことがあ るので 、 ふたの種 類 に 注 意 す る 。  
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（ 雨 水 浸 透 施 設 等 の 施 工 ) 

第 49 条  施 工 者 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 に 基 づ き 雨 水 浸 透 施 設 等 を 施 工 し な

け れ ば な ら な い 。  

( 1 ) 掘 削 工  

ア  自 然 の 地 山 状 態 を 保 護 す る た め 余 掘 り は 行 わ な い こ と 。  

イ  人 力 施 工 を 原 則 と す る こ と 。  

ウ  床 付 面 は 足 で 締 固 め な い よ う に し 、 掘 削 完 了 後 直 ち に し ゃ 断 層

用 砂 を 敷 く こ と 。  

エ  掘 削 し た 部 分 は 原 則 と し て 、 そ の 日 の う ち に 雨 水 浸 透 施 設 を 設

置 す る こ と 。  

( 2 ) 転 圧 工  

ア  床 付 け の 転 圧 は 行 わ な い こ と 。  

イ  敷 砂 は 足 で 締 固 め を 行 い 、 タ ン パ 等 の 機 械 転 圧 を 行 わ な い こ と 。  

( 3 ) 埋 戻 し 工  

ア  埋 戻 し に 使 用 す る 土 は 良 質 土 と し 、 タ ン パ 等 で 十 分 に 締 固 め る

こ と 。  

イ  埋 戻 し に あ た っ て は 、 ゴ ミ 、 土 砂 等 が 雨 水 浸 透 施 設 の 内 部 に 入

り 込 ま な い よ う に 慎 重 に 行 う こ と 。  

ウ  雨 水 浸 透 施 設 に は 、 透 水 性 の 目 詰 ま り 防 止 用 シ ー ト を 被 覆 す る

こ と 。  

エ  雨 水 浸 透 施 設 内 に は 砕 石 等 を 入 れ な い こ と 。  

オ  そ の 他 の 事 項 は 武 蔵 野 市 雨 水 浸 透 施 設 等 設 置 技 術 指 針 に 従 う こ

と 。  

 

【解  説 】  

第 49条 第１号イ 解 説  

人 力 施 工 を 原 則 と す る が 、 機 械 施 工 が 可 能 な 箇 所 は 機 械 施 工 で も 可 能

とする。  
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第 ５ 章  私 道 排 水 設 備  

 

（ 排 水 管 の 布 設 方 式 ）  

第 50条  排 水 管 の 布 設 方 式 は 、 次 の と お り と す る 。  

( 1 ) 人 孔 方 式  

( 2 ) 連 絡 ま す 方 式  

２  私 道 排 水 設 備 の 排 水 管 は 、 原 則 と し て 人 孔 方 式 を 採 用 す る 。 た だ し 、

私 道 排 水 設 備 で 、 管 の 内 径 が 150 ㎜ 又 は 200 ㎜ の 施 設 に つ い て は 連 絡 ま

す 方 式 と す る こ と が で き る 。  

 

【解  説 】  

第 50条 第１項解 説  

(1) 人 孔方式  

各 家 庭 か ら の 排 水 は 、 私 道 内 に 設 け た ま す で 受 け 、 取 付 管 を 通 し て

排 水 本 管 へ 接 続 、 排 水 本 管 の 管 径 、 こ う 配 及 び 流 路 方 向 が 変 わ る 地 点

及び会 合 点を人 孔 で結ぶ方 式 であ る 。  

 

  

図５－１  人孔 方 式（ 合流 式）  
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図５－２  人孔 方 式（ 分流 式）  
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図５－３  連絡 ま す方 式  
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（ 管 き ょ の 断 面 及 び こ う 配 の 設 計 ）  

第 51 条  設 計 者 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 に 基 づ き 私 道 排 水 設 備 の 管 き ょ の 断

面 及 び こ う 配 を 設 計 し な け れ ば な ら な い 。  

( 1 ) 雨 水 流 出 量 と 計 画 汚 水 量 と に よ っ て 求 め ら れ る 計 画 下 水 量 に 基 づ

き 設 計 す る こ と 。  

ア  雨 水 流 出 量 は 、 流 出 係 数 0.5、 流 速 1.0ｍ ／ 秒 を 標 準 と す る こ と 。  

イ  計 画 汚 水 量 は 、 時 間 最 大 汚 水 量 0.002㎥ ／ 秒 ／ haを 原 則 と す る こ

と 。  

( 2 ) 管 内 平 均 流 速 は 1.0ｍ ／ 秒 と す る こ と 。  

( 3 )  管 の 断 面 は 、 総 水 量 に 対 し て 合 流 管 及 び 分 流 式 雨 水 管 の 場 合 で

20 ％ 程 度 、 分 流 式 汚 水 管 で 100 ％ 程 度 の 流 量 の 余 裕 を 持 た せ る も の と

す る こ と 。  

( 4 ) 最 小 管 径 は 、 宅 地 内 排 水 が 複 数 取 り 付 け に な る こ と 及 び 維 持 管 理

上 の 作 業 性 を 考 慮 し 、 人 孔 方 式 の 場 合 は 合 流 管 、 分 流 式 雨 水 管 及 び

合 流 式 汚 水 管 と も に 200㎜ と し 、 連 絡 ま す 方 式 の 場 合 は 合 流 管 、 分 流

式 雨 水 管 及 び 合 流 式 汚 水 管 と も に 150㎜ と す る こ と 。  

( 5 ) そ の 他 の 事 項 は 、 武 蔵 野 市 公 共 下 水 道 の 施 設 に 関 す る 技 術 基 準 に

よ る こ と 。  

 

【解  説 】  

第 51条 第１号解 説  

雨 水 流 出 量 と 計 画 汚 水 量 と に よ っ て 求 め ら れ る 計 画 下 水 量 に 基 づ き 設

計するこ と。  

ア  雨 水 流出量 の 算定  

次の 合理 式によ り 流出量を 求める こ ととする 。  

Ｑ＝ 1／ 360Ｃ×Ｉ×Ａ  

Ｑ：雨水 流出量 （ ㎥／ s）  

Ｃ：雨水 流出係 数 ※   

Ｉ：流達 時間に お ける降雨 強度（ ㎜ ／ h）   

I＝（ 5000／（ 40＋ｔ  ））  

      ｔ ： 到達時間  ｔ＝ ｔ 0＋ｔ １  

       ｔ 0：流入時 間  平 均 5分  とする。  

       ｔ 1：流下時 間  ｔ 1＝ Ｌ ／Ｖ  

        Ｌ：管長 （ｍ ）  
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        Ｖ：流速 （ m／ s）  1m／ s を標 準 と す る 。  

Ａ：排水 面積（ ha）  

※  雨水流出 係数  

排 水 区 域 に 降 っ た 雨 は 、 降 雨 時 間 内 に そ の 全 量 が 排 水 本 管 に 流 入

す る こ と に は な ら な い 。 一 部 蒸 発 、 あ る い は 地 下 浸 透 す る こ と に な

り 、 残 水 が 停 滞 及 び 滞 留 に よ り 、 時 間 を か け て 排 水 本 管 へ 流 入 す る

こ と に な る 。 こ の 排 水 本 管 へ の 雨 水 量 の 降 雨 量 に 対 す る 比 率 を 流 出

係 数とい う。  

本 要 綱 で は 、 雨 水 流 出 係 数 は 0.5を 標 準 と す る が 、 コ ン ク リ ー ト 等

で 雨水が 浸透し に くい場合 は、現 状 に合った 流 出 係 数 と す る 。  

流 出 係 数 の 算 定 は 、 土 地 の 利 用 形 態 に 応 じ た 表 面 工 種 別 面 積 比 を

測 定 し 、 こ れ に 屋 根 、 間 地 及 び 私 道 等 の 各 流 出 係 数 を 用 い て 平 均 流

出 係数と して算 定 すること とする 。  

工種別流 出係数 表   

工種別  流出係数  

屋根  0.90 

道路（透 水性舗 装 ）  0.85（ 0.8）  

間地  0.2 

公園  0.1 

（計 算例 ）  

全体敷地 面積  1,000㎡  

私道面積  100㎡（透水性 舗 装 ）  

屋根面積  360㎡（ 900㎡×建 ぺい 率 40％）  

間地    540㎡  

Ｃ＝ 100×0.8＋ 360×0.9＋ 540×0.2／ 1000≒ 0.512 

 

イ  計 画 汚水量  

一 般 住 宅 の 場 合 の 時 間 最 大 汚 水 量 は 、 0.002㎥ ／ 秒 ／ haを 原 則 と す る 。  

①  汚 水 量 は そ れ ぞ れ の 排 水 管 が 受 け 持 つ 排 水 面 積 に 0.002㎥ ／ 秒

／ haを乗じて求 め ることと する。  

②  特 に 大 量 の 水 を 使 用 す る 高 層 ビ ル 、 工 場 等 が 計 画 さ れ る 場 合

について は、別 途 その汚水 量を考 慮 するも の と す る 。  
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（ 施 工 準 備 ）  

第 52 条  施 工 者 は 、 私 道 排 水 設 備 の 施 工 に あ た り 、 次 の 手 順 で 準 備 を 行

う こ と と す る 。  

( 1 ) 土 地 所 有 者 又 は 管 理 者 の 施 工 承 諾 等 の 手 続 を 行 う こ と 。  

( 2 ) 必 要 に 応 じ て 、 関 係 機 関 へ 手 続 、 連 絡 そ の 他 適 切 な 措 置 を 講 ず る

こ と 。  

( 3 ) 地 域 住 民 に 対 し て は 、 工 事 期 間 及 び 工 事 内 容 を 工 事 説 明 会 又 は 各

戸 訪 問 等 に よ り 周 知 し 、 協 力 を 求 め る こ と 。  

( 4 ) 幅 員 、 交 通 量 、 舗 装 及 び 電 柱 等 の 地 上 工 作 物 並 び に ガ ス 、 水 道 等

の 地 中 工 作 物 の 状 況 を 確 認 す る こ と 。  

( 5 ) 私 道 排 水 設 備 を 取 り 付 け る 公 共 下 水 道 の 排 除 方 式 、 形 状 、 管 径 、

位 置 及 び 土 被 り を 確 認 す る こ と 。  

( 6 ) 掘 削 法 面 に 湧 水 等 が あ る 場 合 は 湧 水 等 が 停 滞 す る こ と の な い 方 法

を と る こ と と し 、 公 共 下 水 道 に 排 水 す る 場 合 は 土 砂 が 流 入 し な い よ

う に 沈 砂 層 を 設 け 、 別 途 許 可 を 受 け る こ と 。  

 

【解 説 】  

第 52条 第２号解 説  

道 路 管 理 者 （ 掘 削 ・ 占 用 ） 、 所 轄 警 察 署 （ 交 通 規 制 ） 、 消 防 署 （ 消 防

車 ・ 緊 急 車 通 行 ） 、 市 ・ 環 境 部 （ 各 種 ご み 収 集 ） 、 市 ・ 教 育 委 員 会 （ 通

学 路 ） 等 、 必 要 に 応 じ て 関 係 機 関 へ 手 続 き 若 し く は 連 絡 し 、 適 切 な 措 置

を講ずる こと。  

 

 

  



 

77/77 

（ 私 道 排 水 設 備 の 施 工 ）  

第 53 条  施 工 者 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 に 基 づ き 私 道 排 水 設 備 を 施 工 し な け

れ ば な ら な い 。  

(1) 埋 戻 し は 、 管 の 破 損 の 有 無 か つ 接 合 部 の 硬 化 を 確 認 し た う え で 、

沈 下 が 生 じ な い よ う に 留 意 し て 行 う こ と と し 、 埋 戻 し に 使 用 す る 用

土 は 埋 戻 し 用 砂 及 び 良 質 土 と す る 。 た だ し 、 道 路 の 所 有 者 又 は 管 理

者 か ら の 指 示 が あ る 場 合 は そ の 指 示 に 従 う も の と し 、 舗 装 復 旧 が あ

る 場 合 も 同 様 と す る 。  

( 2 ) 工 事 に 伴 い 発 生 す る 廃 棄 物 等 は 、 廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る

法 律 に 基 づ き 適 正 に 処 理 す る こ と 。  

( 3 ) そ の 他 の 基 準 に つ い て は 、 排 水 管 の 布 設 方 式 に 応 じ 、 武 蔵 野 市 公

共 下 水 道 の 施 設 に 関 す る 技 術 基 準 又 は 第 ４ 章 に よ る こ と と す る 。 た

だ し 、 施 工 場 所 の 地 形 、 土 質 等 の 事 由 に よ り 困 難 な 場 合 は 、 本 基 準

に 関 わ ら ず そ れ ぞ れ の 状 況 に 応 じ て 施 工 す る こ と 。  

 

【解  説 】  

本文 のと おり  

  


